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平成２２年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 
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      １．公用車について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 室 井 俊 吾 君 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  平成22年第４回那須塩原市の定例会において、

私が一番先の、初めての一般質問ということで、

ちょっと年はとっているんですが、上がっている

んですが、よろしくお願いしたいと思います。 

  １番、消防組合の再編について。 

  ３市町が合併し６年になりますが、栃木県の消

防広域化の現状及び消防組合の考え方について伺

います。 

  ①平成24年には消防組織を変えると聞いており

ますが、消防広域化の現状を伺います。 

  ②現在、西那須野地区と塩原地区が大田原地区

広域消防組合の管轄にあるのは不自然に思われま

すが、行政として問題はないのか伺います。また、

消防組織の再編で、那須塩原市域の消防を一つに

する考えはないか伺います。 

  １番の問題を終わります。１番の答弁をお願い

します。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  23番、室井俊吾議員の市政一般質問にお答えを

いたします。 

  消防組合の再編についてのご質問にお答えをい

たします。 

  まず、①の消防広域化の現状についてでありま

すが、栃木県が策定した栃木県消防広域化推進計

画で示された県内に１つの消防本部体制を推進す

べきとの考えを受け、消防広域化を推進する組織

として平成21年５月に、県内の首長で組織をする

栃木県消防広域化協議会が発足をいたしました。

平成21年度は、消防の広域化に関する大まかな姿

や、広域化の目標、方向性を示した栃木県消防広

域化将来ビジョンをまとめたところであります。 

  しかしながら、平成22年７月27日開催の消防広

域化協議会において、将来ビジョンの内容をもう

少しわかりやすく整理すべきとの意見が提示され、

現在その見直し作業を実施しておるところであり

ます。消防広域化協議会において、将来ビジョン

が承認された後は、平成24年度末の消防広域化実

現を目指して、広域化の方式や組織体制、職員の

処遇、経費負担など消防広域化のための具体的な

計画となる広域消防運営計画の策定を進めること

となります。 
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  次に、②の消防本部が２つあることについて問

題はないか、また、組織を再編し１つにする考え

はないかとのご質問にお答えをいたします。 

  消防本部が２つあることに関しましては、例え

ば消防団の所管エリアをまたがる火災が発生した

場合に、指揮命令という点で若干の問題が生じる

ことは考えられますが、これまでのところ常備消

防においても、３つの消防団活動においても、特

に問題となる点はございません。消防の効率性と

いう観点から、１つの消防本部を統括することは

必要と考えておりますが、現在、栃木県消防広域

化協議会において、県内を１つの消防本部とする

消防の広域化に関する協議が行われておりますの

で、これらの検討状況を見きわめながら、消防組

合の再編については慎重に対応をしてまいりたい

と思っております。 

  以上、答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 今の答えの中で、首長さ

んが消防組合のほうで、これからの消防組織につ

いて話し合うということがあったんですが、その

中で現在までに話がなされているかどうか、わか

る範囲でお願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 消防広域化について、

首長の中で話がされている内容ということでお答

えしたいと思いますけれども、基本的に、ただい

ま市長が申し上げましたように、活性化のビジョ

ンの総論といいますか、その総論の部分と各論の

部分があるわけですけれども、首長の中で話して

いただいているのは、その総論の部分をまず話し

ていただいて、広域化についての合意形成を図る

ということであります。 

  具体的にどういうことかといいますと、ビジョ

ンの内容の中には、本部をどうしようかとか、そ

れから管轄区域をどうしようかそういった問題が

ありますので、そういったものについて各論があ

りませんので、その後、ビジョンの総論が確認さ

れれば各論の中に入っていくというようなところ

でございます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） その会議の中で入ってい

くということなんですが、大体先ほどの市長さん

からの答弁を聞いていますと、大体私が心配して

いることだと、目的がなくなってしまうようなこ

とですが、私が望んでいることは実現すると思う

ので、後の答弁は無用になってしまうかもしれま

せんが、私が気になっていることを少しだけでも

聞いておきたいと思います。 

  消防団本部が２つあっても、今のところ大きな

問題はないと言っていますが、現在、黒磯警察で

すが、消防団は大田原広域となっています。その

点での問題はないのか伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 消防本部が２つあると

いうことについては、先ほど市長が懸念があると

いいますか、課題があるという話をしたと思いま

す。その理由としては、やはり大規模災害が起き

た場合に、消防団が指揮命令系統が２つになって

しまうということが大きな問題になるのではない

かというふうに思っております。ただ、そういう

指揮命令系統のもとでありますけれども、本市の

場合は、連合消防団という形の中で、旧黒磯の消

防団、西那須野消防団、塩原の消防団が一つにな

って対応をしていくというような体制をとってお

りますので、消防団同士の連携というのはとられ

ているというふうに思っております。 

  それから、大田原広域消防についても、黒磯那
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須消防組合についても、それぞれ相互の応援体制

をとっておりますので、その協定の中で、例えば

境界であるところの大規模災害に対して対応をす

るとか、そういったことについては問題がないと

いうふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 市長さんの話でもわかっ

ていたことなんですが、消防団というのは命と財

産を守るということで大変な任務を負っているわ

けなんですが、塩原のような場所での有事の際、

大田原広域消防の指揮命令よりも黒磯広域消防命

令のほうがよいのではないかと思っております。 

  そこで、一日でも早く黒磯那須消防組合に編入

する考えはあるのか。これは、南那須のほうです

か、最近、消防の問題で一緒になっているという

ことですので、一日も早くそういうふうになられ

る考えを持っているか、持っていないかをお聞き

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 統合の話につきまして

は、先ほど市長が申し上げたとおりでございます

が、現在進めている消防の広域化の中で、今の課

題という形の中で、ただいま議員から話がありま

したように、消防署の管轄区域の適正化というも

のを図っていくということが上げられております。

これは、やはり消防本部の境界付近で発生する災

害に対して、現場の到着時間が遅いというような

ことから、広域化を図って、スケールメリットを

生かして、そういったことに対する対応を図って

いくということですので、課題もありますが、平

成24年末にこの広域化についての立ち上げがある

ということですので、そちらの推移を見るという

ことで市長から答弁したとおりでございます。 

  南那須の消防の関係につきましては、相次ぐ報

道で私も存じておりますが、他の組合のことです

ので私からコメントをすることではありませんが、

状況的なことだけ申し上げますと、南那須野広域

行政事務組合の中の消防本部という形で、構成市

については那須烏山市と、それから那珂川町の中

で現在、那須烏山市にある消防署を那須烏山市と、

それから那珂川町に２つをつくるということです

ので、若干那須塩原市の置かれている状況とは違

うんではないかというふうな気がいたします。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） わかりました。平成24年

度に消防広域になるときには、那須塩原市で１つ

の消防団になるよう努力してください。よろしく

お願いをしておきます。 

  これで、１問目の質問を終わります。 

  ２番、鳥獣による被害について。 

  猿など鳥獣による作物の被害がふえてきている

状況を考え、駆除対策など、以下の点についてお

伺いします。 

  ①猿の被害について、行政としてもいろいろな

施策を実施していると思いますが、それに対する

考え方及び施策について伺います。 

  ②クマ、シカ、その他の動物の数が多くなって

いるようですが、それらの被害についても伺いま

す。 

  ③最近は、小鳥少なくなっているように思われ

ますが、カラスとの因果関係か、あるいは農薬の

影響はないのか伺います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 鳥獣による被害に

ついて、３点ほどご質問をいただいておりますの

で、順次お答えをいたします。 

  初めに、①の猿の駆除に対する考え方及び施策
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についてお答えいたします。 

  猿については、固体数を減らすことが農作物等

被害軽減につながることから、県の日本猿保護管

理計画に基づき、年間を通じて捕獲する個体数調

整や冬季には猿対策特別班による捕獲を行ってお

ります。このほか、各家庭での自衛策を普及する

ため、チラシによる啓発活動を行いました。さら

に被害の大きい地域への対策として、猿追い銃及

びロケット花火発射器具の貸与、獣害対策モデル

事業などを行っております。 

  猿対策巡視員につきましては、塩原地区におけ

る巡視活動を行うため、今年度新たに設置しまし

た。８月までの５カ月間の中間実績では、出没日

数89日で20頭を捕獲しております。また、発信機

につきましては県が行っており、現在、追跡可能

な群れは塩原地区の１群１頭であります。しかし、

この方法は微弱な電波しか使えず、追跡が難しい

ことから、今後、センサーカメラによる調査を行

うことを検討していると聞いております。 

  次に、②のクマ、シカ、その他の動物の被害に

ついてお答えいたします。 

  県内においてクマ、シカ、イノシシの捕獲数は

増加しており、生息区域も拡大傾向にあります。

本市における平成21年度の被害面積及び被害額は、

クマによる被害は4.4ha、327万1,000円、シカに

よる被害は12.58ha、2,135万8,000円、イノシシ

による被害は1.92ha、749万9,000円となっており

ます。 

  被害作物は飼料作物、野菜、芋類などです。前

年度と比較してクマ、シカの被害額は横ばいの状

況ですが、イノシシによる被害は平成21年度新た

に確認されました。 

  次に、③の最近は小鳥が少なくなっているよう

に思われるがとのご質問にお答えいたします。 

  小鳥等の統計資料もなく、また、市でも調査を

行っておりませんので、生息数の動向は把握でき

ません。したがいまして、カラスとの因果関係や

農薬の影響についても把握できません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 猿についてはいろいろな

形で駆除を行っているようですが、那須塩原地区

の場合は、余り数は減っていないように思われま

す。先ごろ新聞等で見ましたが、百村地区が獣害

対策モデル地域になった、その目的と経過につい

て、わかっているだけでもお願いをしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 百村地区が県のモ

デル地区に指定されたといういきさつでございま

すが、百村地区につきましては、以前から獣によ

る被害、特に猿等の被害が多いということもあり

まして、県の農業振興事務所のほうでもこの地域

を指定して、今後の獣害対策に役立てようという

ことで始まったと聞いております。 

  これまでの取り組みでございますけれども、新

聞等で報道されておりますように、地域で集落ぐ

るみでどういう対策がとれるかというのが基本で

ありまして、そのために集落全体での猿追いの銃

の講習とか、さらに猿がえさを求めてこないよう

にするためにどうしたらいいかということも含め

て、余り実のならない木ですか、そういったもの、

えさになるようなもの、不用木ですね、そういっ

たものを26本ほど切ったというような経過でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 百村の話はちょっと後に

して、猿に対する巡回監視員を塩原地区に本年５
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月に新たにつくって活動をしているようですが、

高林地区、関谷地区に設置する考えはあるかない

か、ちょっとお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今年度、新たに塩

原地区に猿巡回監視員といいますか、猿の捕獲も

含めて巡回活動、地域の皆さんからの通報などに

よりまして、現場での確認、さらにその被害に遭

った農家等への相談等も行っているということで、

先ほど答弁でも申し上げましたように、４月から

８月までの実績になりますけれども、89日巡回活

動を行い、時間的には460時間ということで１日

平均５時間程度になりますけれども、猿について

も捕獲20頭ぐらいの実績が上がっているというこ

ともありますので、ここ１年間を通じてどういっ

た実績が上がるかというのも、今後のこの地域へ

の設置の検討になるかと思いますけれども、現時

点では実績は上がっているという認識は持ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 今の監視員の問題、本当

に大事だと思います。これで実績が上がっている

ということで大変よいことだと思っています。私

は、前に質問をしたときがあるんですが、発信機

とかそういうものなんですが、田代さんが部長の

ときお答えをもらったんですが、発信機、あのこ

ろ６頭につけたと言ったんですが、発信機等では

電気が弱いとか、遠くまで行くとわからなくなっ

てしまうということで、全然生態というか、猿の

群れがどうなっているかわからなかったんですね。

ですから、今回も発信機はだめだと思いますが、

今回、カメラによる調査を百村で行っていると聞

きましたんですが、この百村での話だと、カメラ

が12台で10日間撮影をしたそうなんですが、その

ときは市でやっていると思ったんですが、今のお

話だと、市ではなく県での調査だったということ

なんですが、その県での調査でカメラに映ってい

たとかそういう話を、もし知っていたらお願いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） カメラでの調査と

いうことでございますが、今回、百村本田でのモ

デル地区事業の中で、宇都宮大学農学部の方がこ

のモデル事業に一緒に参加してやっているという

状況の中で、カメラトラップによる百村本田地区

における野生動物のモニタリングというのを実施

しました。先ほど、議員からお話がありましたよ

うに、カメラを22台、百村の山奥から設置をして、

調査期間については５月10日から６月17日までと

いうことで１カ月ちょっと、５週間程度でござい

ます。 

  この中でわかってきたことといいますと、一番

カメラに映っている動物は猿ということでござい

まして、ほぼ22台のカメラ全体に映っていたとい

う状況がございます。そういったことから、この

百村地区には一つの群れがあるというような結果

を受けております。また、外来種である、昔は珍

獣でありましたハクビシンというのがいるんです

けれども、これがかなり映っているということで、

百村地区にもハクビシンがかなり住んでいるとい

う状況がうかがえます。 

  さらに、一つの映像、一つのカメラでとらえた

ものですけれども、８匹のイノシシの子どもが確

認されたということから、百村地区にもイノシシ

が生息しているという現状もございました。実際

に22台のカメラでとらえた動物の多い順にいきま

すと、猿が大体撮影回数35回くらい映ってという

ことでございまして、その次がハクビシンで、イ



－73－ 

ノシシについては１件でございますけれども、こ

ういった状況が確認されております。今回のモニ

タリングが来年も続けて行えるのかどうかは確認

しておりませんので、今回の結果については以上

でございます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 今、カメラによるという

報告がございましたけれども、私はちょっと聞い

た話では12台なんていってうそを言ってしまった

んですが、その中で一番が猿と。やはり猿が一番

多いと。最近、ハクビシンが多くなったというこ

となんですが、かなりハクビシンもふえているよ

うです。いずれにしても、百村の方面では物すご

く困っていることは確かで、百村、鴫内あるいは

関谷のあたりも出ています。 

  湯宮など山添い地帯はほとんど出ているんです

が、いつもあっちのほうへ行ってみますと、議員

さん、何とかしてくださいと言われるのは当然な

んですが、こんなに多く出てしまって、これから

どうなるのかということが問題になるんですが、

猿の被害額は平成20年８月ごろ、これは前に齋藤

議員が質問をしたときの話なんですが、4,352万

7,000円ということですが、現在はちょっと下が

っているんですが、その中で平成21年度は猿につ

いて電気さくについては、齋藤議員のときにお話

ししたのだと200万円、その他塩原地区の蔬菜生

産組合の２団体には電気料、その他原資として20

万円の補助が出ています。それらの経費は平成21

年度はどのようになっているのか、また、電気さ

くはどのように使用されているのか、その結果は

どうなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） まず、猿の被害額

ということでありますが、先ほど四千何百万円と

いうお話がございましたけれども、これにつきま

しては鳥獣被害市全体の被害額というふうにお考

えいただきたいと思います。猿については196ａ、

408万円程度でございます。四千何百万円のうち

の408万円が猿の被害ということでございます。 

  電気さくのお話が出ました。過去に、平成19年

に塩原の蔬菜生産組合で設置した経過がございま

す。補助金２分の１ということで設置しまして、

面積的には1.29haということで、ネット延長が

1,860ｍ、これについては現在聞いている話では、

クマとかシカには効果があるということなんです

けれども、猿についてはなれてしまって、余り効

果がないというふうなことも聞いております。今

後、こういった電気さくについての設置をしたい

ということがあれば、補助額は２分の１でござい

ますけれども、こういったことを利用することで

設置は可能というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） その電気さくについても、

猿は本当に利口なものですから、なかなかそうい

うものではだめだと思うんですが、そのほか、私

が聞いた話ですが、花火とかそういうもので追う

というか、追っているとか、そういう話を聞くん

ですが、効果が本当にそういうものであるのかな

いのか、そういうものでお金を使っているような

んですが、そういうもので山のほうへ追っ払うと

いうか、そういう効果があってやっているのか。

余りそういうものでやるとだめだと言ってはおか

しいんですが、効果がないような気がするんです

が、そういうことで今でもやっているようなんで

すが、そういう鳴り物とかそういうので効果があ

るのか、本当にやるのか、それをお聞きします。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 猿追い銃とかロケ

ット花火が本当に効果があるのかというお話でご
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ざいますが、現在、猿追い銃については高林地区

に箭坪地区ですが２丁、塩原のふれあいの森に１

丁貸し出しをしているという状況で、ロケット花

火につきましても、８月下旬、末になってからな

んですが210丁ほどつくりまして、21自治会、高

林11、箒根４地区、塩原６地区ということで21自

治会に10丁ずつお貸ししたということでございま

す。 

  効果があるのかということでございますが、今

回百村地区でモデル事業をやっている中で、宇都

宮大学の先生が大学として参加しているという中

で、この人のお話ですと、新聞にも出ていたかと

思うんですが、ロケット花火による集落全体での

追い払いをすることによって、何年か後、それを

続けることによって被害額が10分の１に減ったと

いうような実績を残している集落もあるというこ

とでございますので、その実績からして効果があ

るというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） また、県のモデル地区の

お話に戻るんですが、県のモデル地区などを見る

と、新聞等では猿が好む木とか、なり物とかそう

いうものをつくらないようにするというけれども、

猿が来ないようにするというようなことでモデル

地区に指定しているんだと思いますが、私が考え

るのは、むしろカキの実だったら渋ガキで要らな

いような木を切っても、今度は残したいような木

に、逆に集中して行ってしまうのではないかとそ

ういう考えを持ちますので、そういう考えでは猿

を退治するとか、追い払うとか、そういう理屈に

合わないような気がするんですが、その点につい

て県の人にどういう話か聞いていれば、お聞かせ

を願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今回のモデル事業

の中で、議員がおっしゃいましたようなことにつ

いて直接県の方にお聞きしたわけでございません

けれども、やはり猿、獣害対策という中では全国

で実績を上げているというものは、集落ぐるみの

対応というのが一番効果があるということが言わ

れております。こういった中で、今まではどちら

かといいますと、集落ぐるみというよりは、個人

での対応が中心であったかと思います。ですから、

うちに来たものを追い払ったら別なうちに行くと

いうような形の対応、対症療法といいますか、そ

ういった形だったかと思いますが、今回のモデル

事業では、集落全体で取り組むということであり

ますので、これをもとに高林地域、ほかの集落で

もこの効果を検証しながら、拡大していくという

とこで、高林地域が全体で取り組むようになれば、

当然効果が上がっているというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 猿のことで、また申しわ

けないんですが、この間、テレビに出ていた静岡

県のほうの話なんですが、猿にかまれていると、

そういう人が10人以上ですか、何かかまれている

という話がテレビで報道されましたが、そういう

ことはこの高林付近の山添いでも起きています。

けがはしていないんですが、女の人などは追われ

るとか、大人の人でも威嚇されるとか。最初は、

正面向きでいると逃げていくというか、向こうで

も逃げるんですが、逆に帰ってくるのに背中を向

けると、向こうから威嚇して、すぐその場で歯を

むき出しにしてかかるような状態というか、今に

もかかりそうな状態、そういうのが最近は聞かれ

ます。 

  そういうことも考えますと、ちょっと昔、日光

のほうではかまれたとか、そういうふうになりま
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したけれども、この高林地区とか塩原地区でもそ

ういうことが起きるのではないかと、大変不安な

ことがあるんですが、そういう話とかそういうも

のは現在聞いていますか聞いていないか、お願い

します。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 人に対する被害が

あったかどうかというお話でございますが、今年

度８月までに被害、目撃件数、被害というのは農

作物の被害という意味でお考えいただきたいと思

うんですが、91件ほど役所のほうで把握しており

ます。黒磯地区で35件、西那須野で６件、塩原で

50件ということで、塩原が多くなっているという

のは、先ほど巡視員を設置したことによる通報等

がありますので、そういった部分で多くなってい

るかと思います。 

  そういった中で、人間に危害を及ぼしたという

ような通報というものは受けておりません。あく

までも野菜とかそういったものに対する被害と、

クマが出たといった目撃情報、こういったもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 猿のお話なんですが、い

ろいろ猿について聞いたりなんかしてきたんです

が、このままでは私が思うには、猿に負けてしま

うというか、方法はなくなるんではないかと思う

んです。網とかさくでやるとかといっても、到底

いつかはなれてきますと、そして数がふえてくる

と、そういうことが取り返しのつかないような事

態になってくるような気がしてなりません。この

猿の問題については、私はどう考えても駆除しな

くてはならないのではないかと、被害を受けてい

る人は、駆除してもらいたいというふうになるの

ではないかと思っています。猿については、駆除

ということが一番いいのではないかと私は思って

いますので、どうかよろしくお願いします。 

  次に、２番に移ります。 

  クマ、シカ、塩原地区においては、以前からい

たと思いますが、今は高林地区にもクマ、シカ、

イノシシ、ハクビシン、キツネ、タヌキ等みんな

数をふやしているように思います。中でも農作物

に被害を与えている動物はクマ、シカ、イノシシ、

ハクビシンだと思います。すぐこの間の話ですが、

森林組合の人に聞いた話ですが、クマも木を枯ら

すと言っていました。今まではクマは木を折って

実を食べるとかという、そういう感じだったんで

すが、どういうわけか木を枯らす、それは何なん

だと森林組合の人に聞いたんですが、そしたら、

樹液をなめるんだと言っていました。 

  クマもシカと同じように、木の皮をはいで、そ

して、皮のところについている樹液というか、そ

れがうまいんだというんですが、私らもそういう

のをちょっとお聞きしてもわからなかったんです

が、そういうわけで森林組合の人が言うのには、

今、ここから見るところにポツポツ赤くなってい

るのは、あれはクマの被害なんだということです。

昔はそんなことはなかったのに、今はそういうの

だと、どうしてもかかわっていくんではないかと

いうことになってしまいます。 

  そのほかイノシシ、これも高林の山沿いには、

鴫内のところとかあっち、関谷地区のほうは私は

イノシシのことはよくわからないんですが、イノ

シシが夜出たとかなんとか、木についている虫を

落とすとか、そういうことで、イノシシ特有のそ

ういうのがたくさん見えると。３年か４年前はほ

とんど見られなかったのが、最近はいっぱい見え

るということで、高林地区にもイノシシも出てい

る。 

  シカは、かねてから百村のほうにはいたんです
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が、高林には来なかった。最近ではシカも見ます

というようなことで、森林組合の人がそういう話

をしているんですが、そのことを考えても、かな

りのそういう動物の被害があるというか、ふえて

いる証拠がいっぱい出てきてしまっているんです。

そういうことから、先ほども出たように、クマ、

シカ、イノシシの被害が多くなったように見えま

す。 

  この大きな被害になっています私が思うところ

は、このようにふえたのは、地球温暖化のせいと

考えますので、このままにしておいては私はだめ

だと思うんです。この辺のバランスをよく考え、

駆除も必要だと思います。このようなことからも

駆除を実行してもらいたいということを、強くお

願いします。 

  ③に移ります。 

  ③の件は、鳥獣による被害についての質問は外

れていると思いますが、このことについても生態

系ということが考えられます。バランスの面で関

係があると考えて提出したのですが、この件につ

いてはまた後で考えたいと思います。ここで２番

の件につきまして終わりたいと思います。生態系

のバランスを考えて、20年前の環境に戻してもら

えるようお願いします。この件については強く、

強くお願いをして、２番の質問を終わりたいと思

います。 

  次に、３、道路行政について。 

  市道246号線の拡幅を含めた体制の考えを伺い

ます。 

  市道246号線については、拡幅を考えているか

伺います。 

  ２番、市道246号線の先で、那須疏水に沿った

場所に橋をかけてほしいと考えていますが、市の

考えを伺います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ３の道路行政につ

いて、市道246号、洞島青木線について①、②関

連がありますので、あわせてお答えいたします。 

  本路線につきましては、新市建設計画を踏まえ、

平成18年10月に策定した那須塩原市道路整備基本

計画の中で、拠点間を結ぶ骨格道路として市道東

那須野高林線、旧県道折戸・西那須野線までを農

道整備区間として計画しております。 

  この道路につきましては、現在のところ具体的

な整備計画は立っておりませんので、法線や幅員

等についてお答えすることはできません。将来整

備するに当たりましては、地元や関係する皆様方

の御意見等をお聞きしながら進めてまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） この件については、私も

前から質問をしました。そのときも何かあるのか

ないのかよくわからないんですが、いい返事をも

らっておりません。平成18年に道路整備基本計画

の中で折戸・西那須野線で農道整備計画として計

画しているところですが、現在のところ具体的な

整備計画は立てていないと言われたんですが、計

画したのに無駄ということはないが、計画に対す

るできないということがあるのか、何か原因でそ

ういう計画しているのにもできないということが

あったのか何か、その点についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） この道路の整備に

つきましては、昭和60年ぐらいに西那須野塩原イ

ンターとの接続を考えた農免道路整備を計画した

ことがございます。この整備計画につきましては、

結果として地元との協議が成り立ちませんで、工

事が中断されたという経過がございます。その後、



－77－ 

新たに平成18年にこの路線についての新市計画に

基づきまして、この路線、事業名を今度名称を変

えまして、高林箒根線という形で県に要望した結

果として、県としても農道整備をしていきましょ

うという話になりました。 

  そういった中で、市としましても整備を進める

に当たりましては、県、市で実施計画というのが

ございますので、平成19年に実施計画としまして、

県営農道整備に係る費用を盛り込んだ実施計画を

策定しました。この計画の内容につきましては、

金沢高阿津の橋梁と、洞島横林線の調査というこ

とで計上した経過がございます。 

  そういった中でございましたが、平成20年度か

らの予算の中では、県営農道整備の中では高阿津

のほうの金沢高阿津農道を優先するということで、

現在整備をしてきておりまして、この線につきま

しては今年度完成を目指しているという状況でご

ざいます。 

  今後のこの路線の見通しということになります

けれども、政権がかわりまして、国庫補助事業、

農業関係につきましては、ハード面、農道整備と

かそういったものについての予算が60％程度に削

減されている状況もございます。さらにこういっ

た広域農道の農道整備というのが、現在、国の補

助のメニューの中からはないという状況もござい

ます。 

  ただ、計画としては県のほうでも計画を持って

おりますので、計画をやめるということではあり

ませんけれども、今後を考えますと、やはり新規

に適切な事業の補助事業が見つからなければなか

なか難しいという状況もございますが、この件に

ついてはまだ県に計画がございますので、県のほ

うとも調整しながら協議をしていきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 私も思っていたんですが、

もとの黒磯地区と塩原地区がだめ、近くなってい

ないと思っています。そこで折戸の橋と３・３・

２号線といいますか西那須野の境にある橋、あの

間に１カ所か２カ所橋をと考えているわけで、そ

の質問をするわけなんですが、なかなかその計画

が難しいということで、県からも今のところ難し

いということでいい返事はもらえないかもしれま

せんが、橋だけでも先に計画をして、かける考え

はあるかないか、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 橋だけでもという

お話がございましたが、この計画そのものは橋も

かけての計画でございます。ですから、先ほど申

し上げましたように、この農道を整備する、橋も

含めて農道を整備する国のそういった補助事業が

見つかれば、そういった橋も含めて取り組むとい

うことになりますけれども、現時点では先ほど申

し上げましたように、黒磯板室インターチェンジ

もできたという経過もございます。そういった中

では、ちょっと厳しい状況にはあります。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、県のほう

の計画にまだ残っておりますので、これからも県

とほうとは協議をしていきたいということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 23番、室井俊吾君。 

○２３番（室井俊吾君） 長年、あそこの蛇尾川に

橋をかけたいというのは私も思っているし、ほか

の議員さんも思っていたと思います。何人かが質

問をしていますので、忘れるような時間もかかっ

ているので、また私が質問をしたわけなんですが、

現在も箕輪と横林の間にかかっている橋がない道、

あそこは橋がない道なんですが、川が増水すると、
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あそこの横林のところまで来てしまうんです。そ

うすると、せっかく道路をきちんと整備しておい

ても、また流れてしまって通れなくなるというこ

とで、ちょいちょい直していると。 

  あそこは、結構間があるといいますか、折戸ま

で上がるのは大変ということで、結構そこを利用

する人もいるんです。西那須野方面から那須のほ

うへ商売を持っている方は結構あそこを利用して

いるんです。そういうことを考えてみても、あの

辺にやはり橋が欲しいということを、大体皆さん

が希望しているのではないかと思いますし、大変

金がない、そういう今は金のない時期に来てしま

っていますから、確かに橋１本かけるというのは

大変だと思いますけれども、今後ともそういうこ

とでぜひとも近いうちに計画してほしいと、そん

なふうに思っています。 

  これで私の質問を終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、23番、室井俊吾君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 大 野 恭 男 君 

○議長（君島一郎君） 次に、４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） 皆様、おはようございます。 

  議席番号４番、大野恭男です。通告書に基づき、

市政一般質問を行います。 

  １、インフルエンザ予防接種について。 

  厚生労働省から、ことし10月から始まる新型イ

ンフルエンザワクチンを含む３種混合ワクチン接

種事業についての費用は、市町村が個別に設定す

るという方針が明らかにされ、今シーズンは開始

時点から全国民を対象とし、優先接種対象者は定

めないとありました。そこで、以下の点について

お伺いします。 

  ①那須塩原市としては、費用助成や優先接種対

象者をどのように考えているのか、お伺いいたし

ます。 

  ②小中学生の集団予防接種のお考えはあるか、

お伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ４番、大野恭男議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  インフルエンザ予防接種についての①の費用助

成や優先接種対象者について、お答えをいたしま

す。 

  費用助成につきましては、国に準じた費用負担

軽減措置とし、市としては市町村民税非課税世帯

に属する低所得者について助成したいと考えてお

ります。また、新型インフルエンザワクチンの供

給量が十分確保されておることから、優先接種対

象者を定める考えはございません。 

  ②の小中学校の集団予防接種について、お答え

いたします。 

  今回の新型インフルエンザは季節性インフルエ

ンザと同程度の病原性であることから、集団接種

の考えもございません。 
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  以上、お答えといたします。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  それでは、①について再質問をいたします。 

  まず、優先接種対象者を定めないということに

関しては、ワクチンが今回供給量が十分確保され

ているということで了解いたしました。 

  費用の助成についてなんですが、今、住民税非

課税世帯について助成するということでご答弁い

ただきましたが、昨年は新型インフルエンザとい

うことで非常に強毒性ではなかったんですが、非

常にはやって、昨年の助成内容を見ますと、まず、

妊娠している方の１回分接種を助成していて、あ

とは、基礎疾患を有する方、１回目接種を助成と、

あとはゼロ歳児から小学校６年生までの方の１回

目接種の助成、あとは生活保護世帯、住民税非課

税世帯の方、ゼロ歳から６年生までの方の２回目

の接種も助成、中学生、高校生に相当する年齢の

方の１回目の接種助成、健康な19歳以上の方の１

回目の接種を助成するというふうになっていまし

た。 

  過去に、通常のインフルエンザ、季節性のイン

フルエンザワクチンの費用の助成というのはどこ

までしていたのかというのをお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 通常のインフルエ

ンザ予防接種の助成でありますが、これは毎年度

定めてございまして、本市においては65歳以上の

方、あるいは60歳から64歳の方で心臓、腎臓等機

能障害を有する方等について助成をしていくとい

うことでございまして、単価的には3,500円、１

回の助成額ということになります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  65歳以上の方、あとは60歳から64歳の方の心臓、

腎臓の機能障害がある方は助成するということに

なっていまして、新型のインフルエンザと季節性

のインフルエンザの違いはあるかと思うんですが、

今回はもう新型とは言わず季節性ということで認

識はしているんですが、ただ、一市民として考え

たときに、昨年は多くの方が助成を受けられたと。

今回、普通の季節性のインフルエンザだから、ま

た、以前に戻すといったときに、若干不満が残っ

てしまうのではないかとか、そういった心配もあ

るんです。 

  先日、新聞に日光市の例が出ていたんですが、

日光市では、これは８月31日にあったんですが、

インフルエンザの冬季流行前に、８月30日に今期

の新型インフルエンザワクチンについて、中学３

年生までを対象に、全額助成すると助成枠を拡大

する方針を明らかにしたとありました。中身的に

は、昨シーズンに世界規模で流行したインフルエ

ンザの予防措置として、日光市のほうでは１歳か

ら小学校６年生の子どもを対象に、6,500円かか

った２回のワクチン接種のうち3,000円助成した

と。今期は１歳から中学校３年生まで対象を広げ

て、助成額も全額助成するというふうに出ていま

した。 

  この件に関して、那須塩原市もまねをしろとい

うことではありませんけれども、幾らかでも助成

に関して枠を拡大することはできないかと思うん

ですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ただいまのご質問

でございますが、まず、今回の10月から実施する

ものについては、いわゆる通常のインフルエンザ
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というような取り扱いになるという状況にござい

ます。その上で、先ほど市長が答弁しましたとお

り、非課税世帯に対するいわゆる低所得者、ある

いは先ほど申し上げました65歳以上については、

通常どおりの助成をする考えでございますので、

今回特別な助成は考えておりません。 

  ただし、新型インフルエンザ対策本部は、まだ

那須塩原市は解散してございませんので、状況に

よっては、それらの緊急事態があったような場合

には、当然ながらその対策本部等で詳細について

検討をしていくというような状況になります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  緊急事態がもし発生した場合、臨機応変に対応

していただけるということで安心しました。今回、

季節性のインフルエンザということで、助成内容

が変わりますので、市民の方に、市民の方も昨年

と同じ考えでいらっしゃる方も、もしかするとい

らっしゃるかもしれませんので、周知徹底のほう

を十分にしていただいて、その点ひとつよろしく

お願いいたします。 

  では、１番については了解いたしました。 

  ２番について再質問をさせていただきます。 

  なぜ、集団予防接種についてお伺いしたかとい

うと、昨年インフルエンザによって多くの児童生

徒が感染して、学級閉鎖や学校閉鎖がかなりあっ

たかと思います。感染して通院した児童生徒もか

なりあったかと思います。おうちの方が、やはり

忙しくて通院させることができなかったとか、そ

ういったこともあるかと思います。あくまでもこ

れは希望者にということになるかと思うんですけ

れども、那須塩原市ではゼロ歳から12歳までのお

子さんの医療費はかからないというところで、例

えばインフルエンザにかかってしまったら、もち

ろん病院にかかりますので、莫大な医療費がかか

ってくるかと思います。それを費用対効果の面か

ら考えても、あくまでも任意になるかと思うんで

すが、集団予防接種をすることによって、未然に

感染を防ぐということが考えられると思うんです

が、その点お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 先ほど答弁しまし

たように、対策本部自体は解散してございません。 

 よって、緊急性あるいは蔓延性が認められるよう

な場合については、当然、集団接種等を考慮しな

ければならないという状況になった場合には、医

師会あるいは関係機関と相談しながら対応をして

いきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  インフルエンザが蔓延しそうになっている場合

とか、臨機応変に対応をしていただければと思い

ます。 

  そこで、昨年本当に学級閉鎖、学校閉鎖とかが

かなり出ました。授業等とかかなり支障が出たか

と思うんですけれども、ここでちょっと教育長に

お伺いしたいと思います。 

  学校教育現場で、このようなインフルエンザが

今年ももしかしたら蔓延してしまうという可能性

もあるわけです。そのときに、このインフルエン

ザに対してどのように、例えば児童生徒の、もし

くはご家庭に周知徹底していくかとか、あとは学

校、今度、新学習指導要領が始まるかと思うんで

すが、やはり授業数確保という点でいろいろご苦

労があるかと思うんですが、その辺の見解につい

てお尋ねいたします。 
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○議長（君島一郎君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの件で、学校現

場ということでございますが、先ほど保健福祉部

長のほうから、市の対策本部ということでお話が

ありました。学校現場も、やはり市の対策本部の

方針を踏まえながら実施していくということで確

認はしておりますので、集団接種の考えはありま

せん。 

  それと、昨年度かなり流行しまして、授業時数

の不足を来すのではないかという心配がかなりあ

りました。実際には授業措置で冬休み中、または、

土曜日に授業を実施したというのは２校でござい

ましたので、学校現場でのさしたる混乱というふ

うなことはございませんでした。今後、やはり蔓

延の状況、流行の状況を見ながら対策本部との協

議を重ねて対処したいと、こういう考えでおりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  先ほどから何回も言いますけれども、臨機応変

に対応していただけるかと思います。予算の関係

があるのも十分承知しております。疾病の予防が

非常に大切かと思います。防げる可能性があるも

のに関しては、ぜひともそこに力を入れていただ

いて、小さいお子様から高齢者の方々まで、安心

して暮らせるようそんな那須塩原市をつくるとい

うことを願って、この１番の質問は終わります。 

  次に、２、高齢者福祉施策について。 

  高齢者福祉の充実は、市の重要な施策と思われ

ますが、以下の点についてお伺いいたします。 

  ①高齢者のみの世帯数及び独居高齢者世帯数と

主な支援対策について、お伺いいたします。 

  ②高齢者福祉施設の今後における整備計画につ

いて、お伺いいたします。 

  ③災害時（緊急時）における在宅高齢者の主な

支援及び避難場所について、お伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ２の高齢者福祉施

策について、お答えいたします。 

  ①の高齢者世帯数及び主な支援対策についてで

すが、４月１日現在における高齢者のみの世帯は

6,557世帯で、このうち独居高齢者世帯は3,537世

帯となっています。高齢者世帯の主な支援サービ

スとしては、日常生活の相談や緊急事態に迅速に

対応するための緊急通報端末装置の設置、栄養バ

ランスのとれた食事を提供する配食サービス、ひ

とり暮らし高齢者の不安感解消を図るための電話

による安否確認などの事業を実施しています。 

  次に、②の高齢者福祉施設の今後の整備計画に

ついて、お答えいたします。 

  平成21年度から平成23年度が第４期那須塩原市

高齢者福祉計画の計画期間であることから、この

計画による施設整備が11カ所及び国の方針による

第５期計画前倒しによる施設整備１カ所の合計12

カ所を予定しています。 

  具体的には、平成22年度整備を予定しているも

のは小規模多機能型居宅介護事業所の単独型が、

塩原地区に１カ所、認知症対応型共同生活介護事

業所と小規模多機能型居宅介護事業所の併設型が

高林地区に１カ所、また、平成23年度整備の予定

の施設についてでありますが、入所者が市民限定

となる定員29人以下の小規模特別養護老人ホーム

が稲村地区、高林地区、西那須野東部地区にそれ

ぞれ１カ所、認知症対応型共同生活介護事業所と

小規模多機能型居宅介護事業所の併設型が旧黒磯

市全域で１カ所、旧西那須野全域で２カ所です。 

  ③災害時における在宅高齢者に対する主な支援
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及び避難所について、お答えいたします。 

  本年４月に公表しました災害時要援護者対応マ

ニュアルにおきましては、在宅高齢者のうち支援

を必要とする方は登録をしていただき、市や地域

の支援組織が要援護者情報を共有して、災害時の

安否確認、避難誘導、避難所での援助を行うこと

としております。 

  次に、避難場所についてですが、要援護者につ

きましては、市内15カ所の公立公民館を地域福祉

避難所として開設し、受け入れをしていく考えで

あります。また、民間の社会福祉施設等で災害時

に福祉避難所として協力してくれる施設と協定を

締結するなどして、受け入れ態勢の整備にも努め

てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  それでは、①について再質問をいたします。 

  高齢者のみの世帯数が6,557世帯と。独居高齢

者世帯数が3,537世帯、かなり多いかと思います。

平成21年４月現在、要援護者台帳の中ではひとり

暮らしの高齢者という方は3,340名だったかと思

いますので、かなりふえているのではないかとい

う思いがあります。その中で、主な支援対策とい

うことで緊急通報端末設置や配食サービスと、あ

と電話による安否確認、これは週に１回かと思う

んですが、そういったサービスをまだ受けていら

っしゃる方は接点がありますから、安心という言

葉は使えないかと思いますけれども、比較的そう

いったサービスを受けている方は恵まれているか

と思うんですが、逆に全くサービスを受けていな

い方がやはりたくさんいらっしゃって、今年特に

今日なんかも暑いですけれども、異常気象で夏物

すごく気温が高いと。そういった中で高齢者の方、

ひとり暮らしの方とか生活しているわけですが、

お年寄りの方は、我々若い者なんかと比べますと、

やはり体温調節ができなかったり非常に心配な面

がたくさんあります。そういった方々に対して、

サービスを受けていない方に対しての安否確認と

いうのは、具体的にどのようなことを考えていら

っしゃるか、もしくはされていたかというのをお

聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 特定サービスを受

けていない方の安否確認、全体的に言いますと、

いわゆる高齢者見守りということになるかと思う

んですが、これについては地域包括センターが中

心になりまして、自治区に生活圏が分かれている

わけなんです、福祉上は。その地域包括センター

が中心になりまして、相談活動やら、あるいは実

質は介護認定という形の方向性になったとか、そ

ういった事業の展開をしているところであります。 

  それ以外に、地域に民生委員が現在208名ほど

おります。そられの地域地域での民生委員と包括

センター、あるいは市のほうのタイアップととも

に、自治会、それぞれの温度差はあろうかと思う

んですが、自治会でのそういった地域の見守りの

方の実施という方向も出ているかなと。特にこの

要援護者マニュアル等でリストアップも今後され

るという考え方でございますので、自治会等の地

域の力の出し方が、これから事業になってくるの

かなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  今、お話の中に、地域包括支援センターが核と

なって、民生委員の方208名ですか、あとは地域

住民の方とともに協力してやっていっているとい
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うことで、ひとつ安心しております。 

  やはり私の実体験の中で、ことしの夏にたまた

まひとり暮らしの方がいらっしゃって、ガス屋さ

んが訪問をして、要するに新聞はいっぱい入りっ

放しと。窓が閉まっていて、カーテンも閉まって

いるといった状況、事例があったんですけれども、

そのときにそこのガス屋さんは機転をきかせて、

地域包括に連絡があった。連絡をしてくれたんで

すね。そこで地域包括の職員が２名で行ったとい

うことがありました。 

  たまたまそのときはだれもいらっしゃらなかっ

たということで、最悪の場合を考えて地域包括の

職員は動いていたわけですけれども、ほっと一安

心という形で終わったんですが、いろいろな市区

町村で取り組みが今、見守りサポーターとか、見

守りネットワークとかといったことで取り組んで

いるかと思うんですけれども、ぜひとも那須塩原

市でも、今も部長から答弁がありましたように、

そういった形でつくっていくということなので、

地域ボランティアの方とか、自治会の方とか、民

生委員の方、その方はネットワークの担い手とし

てやはり見守り推進員としてご協力をいただいて、

協力事業所としてネットワークのアンテナの部分

では民間サービスとタイアップするという形で、

例えば民間の配食、給食サービスをされている事

業所の方とか、あとは新聞、郵便、宅配、電気、

ガス、乳酸菌飲料等を販売されている方と協力を

して、やはり高齢者がどんどんこれからますます

ふえてきますので、いい意味で協定を結んだりし

て、見守りをしっかりやっていければと思います。 

  民間の例えば新聞関係、郵便関係、宅配関係、

そこと協定を結ぶということに関しては、どのよ

うなお考えがありますか、お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ただいまの民間機

関、会社等との連携でございますが、６月議会に

も同様の質問があったかと思うんですが、これに

関しまして、私どものほうの独居高齢世帯等の情

報提供のみならず、いわゆる道路。道路というの

は標識あるいは路面構造上との問題、あるいは落

下物等の情報ですね、それらも含めた形で郵便事

業者との現在協定に向けて話を進めているところ

でございまして、間もなくこの形は整うのかなと

いうふうに思います。 

  今後、いろいろ考えられるかと思いますので、

それらについて独居高齢者が孤立しないような方

向で検討をしていく、研究をしていくということ

でいきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。理解いたしました。 

  本当にますます独居高齢者の方は、すごく不安

が大きいかと思うんです。これは何とか地域全体

で見守りながら、安心して暮らせるよう、また、

協定関係のほうも早急にやっていただければと思

います。 

  次に、②について再質問をさせていただきます。 

  ４期計画の中で、施設が全部で５期計画の前倒

し分を１つ含んで12カ所ということで理解いたし

ました。その中で、国の居住系サービスに関する

基本指針の中に、平成26年度の介護保険算出の個

室利用の割合を70％以上にするというのがあるん

ですが、今後、整備されていく施設というのは、

すべて個室対応という形になるんでしょうか、お

聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 現在のところ、補

助対象がそういう形になっているものですから、

基本的にはユニット型の個室ということで整備し
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てきたという判断です。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） 了解いたしました。 

  ただ、時代に本当に逆行してしまうというのは

十分わかるんですけれども、例えば特別養護老人

ホームですと、そこがお年寄りの住まいになると

いうことで、個室対応というのは十分わかります。

今現在、施設が特別養護老人ホームですと６カ所

あって、新しいところもありますけれども、みん

などんどん古くなってきて、古いところなんかは

多床室という形で残っていますけれども、やがて

は極端な話、すべて個室になってしまうのではな

いかというふうな正直心配があるんですけれども、

那須塩原市として、独自の考えといいますか、独

自の政策といいますか、例えば那須塩原市の市民

は個室も選べます、多床室も選べますと、本当に

先ほども言ったように時代に逆行してしまうとい

うのが十分わかるんですが、そういった点どのよ

うにお感じになりますか、お願いします。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 現在、特養のみで

いいますと、定員が310ございます。そのうち今、

おっしゃられました多床型が250で個室型が60と

いうことで、まだ個室型は那須塩原市の場合は

20％のレベルでございますので、そういう意味で

はそれぞれの需要に応じて、多様に活用できると

いうレベルになっているかなというふうに思うん

ですが、いずれにしましても、先ほど言いました

ように、国のほうでは個室中心にいくということ

ですので、将来的には多床型のほうが欠落してく

る状況にもありますので、その辺については、那

須塩原市のみが独自の政策というわけにいきませ

んが、十分多様な選択ができるような方向で検討

をしていくというふうに思います。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。部長のおっしゃることは重々わかります。

 ただ、私の思いとしては、例えばショートステ

イの部分だけでも、多床室を選択できるような形

で残していければという、もちろん一市民として

そう思うわけでございます。 

  今後、12カ所を整備、平成23年度までにしてい

くわけですが、その中でこの予定している施設を

整備したときに、介護保険料の見直しが平成24年

度にあるんですけれども、どのぐらい介護保険料

がはね上がってしまうのか。例えば今、基準額と

いう形で４万7,400円という形であるんですけれ

ども、どのぐらいこの12の施設整備が終わったと

きにその辺影響してくるのかというのをお聞かせ

ください。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 先ほどの答弁で定

数が抜けていたんですが、全12施設で234の定数

でございます。これがすべて養護という形ではご

ざいませんが、一応定数的にはそんな形になって

います。１床当たり那須塩原市で試算しますと、

年間で361円という数字が出てきます。これは１

日当たりにすると１円という形になろうかという

ふうに思うんですが、これは１床追加した場合の、

先ほど質問ありました保険料の基準額でございま

す。そうしますと、まだ細かくは計算していない

んですが、おおむね５万6,000円程度になるのか

なというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  施設の待機者はかなりいる中で、一概に施設を

つくれつくれとか、やはり言えないんだなという

のを、ひしひしと感じた次第でございます。やは

り介護保険料関係も高齢者の方が、決められた少
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ない年金の中でお支払いいただいているわけです。

この辺を十分考えながら、やはり市のほうでも施

設整備とかその辺やっていただけたらと思います。 

  先ほどの話の中で、小規模多機能にグループホ

ームを併設してという形でありましたけれども、

今はやはり高齢者がどんどんふえてきて、１人で

住んでいる方も結構認知症が出てきてしまったと

かというケースが結構ふえております。もちろん

特別養護老人ホームには認知症の方も入居はでき

るんですけれども、グループホームの数がどちら

かというとやはり、ちょっと足りないのではない

かというような感じがするんですが、その点につ

いてはどのようにお考えになりますか。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 実態としては、そ

のような予測をしております。後期計画の中で再

度施設整備等については考えていきたいというふ

うに思っております。 

  先ほどの答弁で申しわけございません。私が言

った数字で29床束で答えてしまいまして申しわけ

ございません。訂正をお願いしたいと思います。

１床当たり１日１円で年で12円でございますので、

申しわけございません。１床当たり12円のアップ

ということになります。数字的には５万6,000円

という数字は変わりございません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） 了解いたしました。 

  ちょっと話が前後してしまうんですけれども、

個室の件でちょっと一つお伺いしたいんですが、

例えば、生活保護を受けていらっしゃる方が特別

養護老人ホームに入りたいとかいったケースがあ

るかと思います。生活保護の中に介護扶助という

のがありまして、その中で現在９室あるユニット

型の特養とか、認知症対応型共同生活介護、これ

はグループホームです。あとは特定施設入居者生

活介護の利用というのを一応、住宅補助の支給と

いう面から制限があるというふうになっているん

ですが、今の時点では多床室がまだ結構あります

けれども、将来的に多床室が減ってきて、そうす

ると個室がほとんどになってきてしまうと。その

ときに、では生活保護の方は一体どうするのかと

いう心配があるんですが、これはまだ先の話かと

思うんですが、那須塩原市としてのお考えはいか

がでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） いわゆる居住費と

食費、合せて現在のレベルでは1,100円程度かか

るという状況になってございまして、生保世帯、

多床型についてはそれがゼロということなんです

が、今言った数字はユニット型の対応の場合にそ

ういう数字になってきます。これらについての制

度、今生活保護法の制度上はそういったものの対

応がございません。 

  よって、制度が変わらない限り、今の状態が続

くと。よって、なかなか自己負担等あった場合に

は入所できないという状況が生まれるかと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  これは今後の一つの課題としていろいろ検討を

していかなくてはいけない部分かと思いますので、

時間がかかるかもしれませんけれども、ひとつご

検討のほどよろしくお願いいたします。 

  次に、③について再質問をいたします。 

  ４月に作成されました災害時要援護対応マニュ

アルの中で、今現在、個人情報保護法とかそうい

ったいろいろな問題もあって、要援護者の情報が
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なかなかつかみづらいのではないか、ご苦労をさ

れているのではないかと思うんですが、今月、９

月以降、要援護者の同意を得て、名簿作成という

のが始まっているかと思います。その中で、進捗

状況といいますか、何か例えば具体策としてどう

いった方に協力をしてもらって、その要援護者の

名簿作成をしているとか、そういった情報がもし

ございましたらお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 名簿作成等につい

ては、今月中にいよいよ名簿作成登載という段階

になってきますので、チラシを入れまして、自治

会の役員さん、あるいは地域の民生委員さん等を

中心に、登載促進について向けていきたいという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） ただいまの件については了

解いたしました。 

  先ほど、ご答弁の中に安否確認とか避難誘導と

か、避難場所への援助を行うというふうにあった

んですが、これ具体的にやはりいろいろ難しい面

があるかと思うんですが、地域住民の方、あとは

消防関係の方とか協力をもらいながらやっていか

なくてはいけないことだと思います。ご答弁の中

に、「避難所」という言葉が出てきているんです

けれども、もし災害時に各公民館、あと小学校の

体育館とかいろいろ避難場所があります。万が一

災害が起きてしまった場合に、子どもからお年寄

りの方まで一緒に同じ場所に避難するというのは、

どうなのかなという疑問がありまして、その点に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 市長のほうから、

15カ所の公民館を地域福祉避難所ということで指

定していきたいという答弁があったところなんで

すが、いわゆる各公民館によって、畳の部屋等が

用意されている場所等がございます。そういった

意味で、高齢者の方は特にそういった場所での避

難といいますか、退避といいますか、そういうこ

とに心がけていきたいというふうに思っておりま

す。 

  なおかつ、保健師あるいは医師会、それから介

護施設等々の支援も受けながら、そういった福祉

避難所については援助を行っていきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ４番、大野恭男君。 

○４番（大野恭男君） 了解いたしました。 

  福祉避難所ということがあったんですけれども、

先日、宇都宮市でこういった事例がありまして、

宇都宮市で、災害時要援護者のうち、小学校や地

区市民センターなどの避難所での生活が困難な人

や、重度の介護や介助を必要とする人に関して、

宇都宮市では、20の老人福祉施設と協定を結んで

約400人から500人を振り分けて、受け入れをして

もらうという協定を結んだそうです。 

  実際、私も何年か前に新潟で地震があったとき

に現場に行ったんですけれども、そのときに本当

にここで地震が起こるかというのは滅多にないか

とは思うんですが、そのときの新潟の状況という

のは戦場のような、本当に大げさかもしれないん

ですけれども、ライフラインがとまっていて、水

がないとか、そういった状況の中で行ってきたん

ですが、本当に各老人福祉施設にお年寄りの方を

廊下にベッドをつくって受け入れをしていたと。

そこの介護職員なんかは本当に12時間、半日ぐら

い働いていましたか、本当にすごい状況になって

いたんですけれども、そういった災害がないのが
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一番よいことだと思うんですが、ぜひとも先ほど

部長の答弁にもありましたように、民間福祉施設

と協定を結ぶとかそういったことをして、市民の

方が那須塩原市もこういった取り組みをしている

んだと、安心できるような体制をつくっていただ

けると思っております。 

  今、ずっと高齢者福祉について質問をさせてい

ただきましたが、今後、団塊の世代の方が65歳を

迎えて、ここ数年で高齢化率が25％、４人に１人

の方が高齢者という時代が迫ってくるかと思いま

す。核家族化もますます進んできていまして、独

居高齢者の方や、高齢世帯の方が急激に多くなっ

てくるというのも目に見えております。ひとり暮

らしのお年寄りの方は、特に今後に対する不安と

いうんですか、ちょっとやはり最近足が痛くなっ

てきたとか、そういった不安を例えば地域包括の

職員に相談したり、そういったことが結構多いと

いうふうに聞いております。やはりみんな、一人

一人が老後のことを、自分のことを不安に思って

考えているようです。 

  これからの時代、行政で支援できることはもち

ろん限界はあろうかと思いますが、そこで、先ほ

ど申し上げましたように、見守りのネットワーク

とかそういったものを早急に立ち上げていただい

て、安心して暮らせるまちづくり、これを支援し

ていただきたいと切に願い、これで私の一般質問

を終わりにさせていただきます。 

  本当にありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、４番、大野恭男君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで昼食のため休憩いた

します。午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（君島一郎君） 次に、24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、市政一般質

問を通告に従い行います。 

  まず、１番目の質問事項になります。 

  公用車について。 

  公用車の数は、７月31日現在395台になってお

ります。職員の公用車使用は日常的なもので、こ

れなくしては十分な市民サービスの提供ができな

いと考えております。そこで以下の５点について

お伺いいたします。 

  ①公用車の年間の使用状況、運行状況を伺いま

す。 

  ②職員が仕事をするに当たって、公用車、公共

交通機関、タクシー、自家用車等を使用する場合

の決め事があるかどうかについて、伺います。 

  ３番目、公用車購入あるいは更新の規定、使用

や運行の規定、維持管理の基準はどのようになっ

ているかについて伺います。 

  ４番目、特殊な車を除く公用車の購入に関して、

市内の自動車販売業者に対しての特別な配慮をし

ているかについて伺います。 

  最後、５番目、公用車の任意保険はどのように

なっているかについてお伺いいたします。 

  以上、１項目めの質問です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（増田 徹君） 公用車について、お答

えいたします。 

  初めに、公用車の年間使用状況、運行状況につ

いてでございますけれども、現在の公用車の管理、

これは財政課が一括管理します集中管理車、それ

から各課が直接管理をします車に分かれておりま

す。したがいまして、それぞれの目的によって使

用及び運行を行っているというようなところでご

ざいます。財政課で所管しています集中管理車、

これの使用状況ということで申し上げますと、平

成21年度の利用回数、これは１台平均247回、走

行距離は平均で１万2,523㎞ということになって

います。利用回数、これにつきましては１日のう

ちに数回利用した場合、この場合でも利用回数に

カウントすることになっておりますので、高い利

用率ということになっております。 

  続きまして、職員が仕事をするに当たっての公

用車、公共交通機関、タクシー、自家用車を使用

する場合の決め事についてということのご質問で

すけれども、集中管理車の使用状況では、市内の

移動、それから県庁などへの県内の出張がほとん

どということです。公用車を使用する際に目的地

までの距離、条件などによって、公用車にするの

か、公共交通機関を利用するのかといった決め事

は特にございません。ただ、余りありませんけれ

ども、自家用車を使用するに当たっては服務規程

の中で条件をつけているというようなところもご

ざいます。 

  次に、３番目の公用車購入、更新の規定、それ

から使用や運行の規定、維持管理の基準について

ですけれども、これについては那須塩原市市有自

動車管理規程、この中で管理責任者、それから運

転者の義務としての点検整備、使用について定め

ています。 

  それから、公用車の購入、更新については、必

要な車種をどのように認定するのかといった基準、

それから更新するときの使用年数、走行距離とい

ったものは明確な基準はありませんが、車の状態

を判断して適宜更新していくというところでござ

います。 

  ４番目の特殊な車を除いた公用車の購入に関し

て、市内の自動車販売業者に対しての特別な配慮

をしているのかどうかということですけれども、

公用車の購入に当たっては、公正かつ公平な取引

ができるように、指名競争入札によって業者を選

定しているということであります。業者の選考に

当たりましては、市内の業者を指名しております

けれども、特別な配慮というものはしておりませ

ん。 

  最後に任意保険についてですけれども、社団法

人全国市有物件災害共済会、この自動車損害共済

に加入しているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、再質問をし

てまいります。 

  まず、現在、市の公用車が395台だということ

は資料をいただいて確認をしたものなんですが、

実際に最初に市の公用車の数は、この特殊なもの

も全部入れて395台でいいのかということを一つ

お伺いしたいと思います。 

  それから、次に、集中管理車と、それから各課

で管理している車があるということなんですが、

今後、私が聞いていくことに関しては、消防とか

救急とか、それから道路とか建設関係の特殊なも

のは除いた普通の車ということで話を進めていき

たいと思っているんですが、その集中管理車につ

いては今、平均これだけ使っているということを

お尋ねしたんですが、各課で管理する車も多分か

なり多いと思いますので、そこの表をいただいて
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はいたんですが、例えば軽自動車などだと保育園

で使っているとか、あるいは保健センターとか、

それから公民館とか外で使っているものも含めま

して、そちらのほうでもしおわかりになりました

ら、どのくらいの回数と、どのくらい乗っている

のかということの説明をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） まず、公用車の数につ

いてでございますけれども、議員のほうからあり

ましたように、395台というのは一般的な乗用車

の数でございます。このほかに消防関係の車とか

それ以外のトラックとか、そういったものもあり

ますので、全部では……。申しわけありませんで

した。395台のうち消防関係が112台、消防関係以

外が283台ということになりますので、395台につ

いてはすべての車の公用車の数ということになり

ます。大変失礼いたしました。 

  それから、それぞれの課でということですけれ

ども、集中管理車、これは23台ありまして、それ

については管財のほうで管理をしております。そ

のほかの車につきましては、それぞれの課が管理

をするという形になりますので、特定してどこど

このどういうものということになれば、そこの所

管のほうで管理をしていく形になります。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、全部で395台で、

そこから特殊なもの、消防以外で283台だという

ことなんですが、財政が集中管理をしているのが

23台ということで伺ったんですが、例えば保育園

とか福祉関連の車など結構たくさん車が毎日動い

ているようなんですが、もしそちらのほうで平均

どのくらい使って、何㎞ぐらいというのがわかれ

ば教えていただきたいと思います。わからなけれ

ばいいんですが。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） それでは、私のほ

うから、私の部で管轄している車両でございます

が、社会福祉課、子ども課、高齢福祉課、保健課

ということになりますが、全体で52台ございます。

それと、先ほど総務部長がお答えしたような形で

の数字を申し上げますと、延べ回数は１台当たり

249回、それから走行距離については4,975㎞とい

うことになっております。これは年間でございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 大変細かい数字をあり

がとうございました。 

  それで、集中管理の車と今の各課の管理、福祉

の部分が52台あるということだったんですが、台

数はともかくとしまして、集中管理の車というの

はどのような使われ方をしているのか。各課のほ

うは大体わかるんですが、その辺の基準などがあ

れば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 集中管理車の使われ方

ということでございますが、当然、各課に配置さ

れている車については、一応市民サービスを行う

上で、すぐに対応をしなければならないとか、そ

れから、業務によって車が必要だというようなと

ころには、各課が直接管理する車がございます。

そのほかに、私どものほうの総務の関係でいいま

すと総務課であるとか、財政課であるとか、通常

は余り車を使わない課もございます。 

  そういった通常余り車を使わない課、そういっ

たところが車を使用する、出張をする際には公用

車を使う、集中管理車を使うという形になります。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 先ほど、集中管理の車

が１万2,523㎞で、平均すると247回だというふう
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に、それから、たまたま福祉の車は52台で249回

の4,975㎞というようなお話でしたが、集中管理

の車が大変たくさん使われているが、特に距離的

に使われているんだというような印象を持ちまし

た。これはそういうものがあるのかどうかわから

ないんですが、全体といたしましてその普通車と

しての特殊なものを除いた公用車の数というのは、

足りているというふうに思われているんでしょう

か。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 数の問題についてなん

ですけれども、足りているのか足りていないのか

ということでいいますと、結論的に言いますと、

現在、８月に入りまして公用車の調査をやってお

ります。その要因としては、これまで定員管理の

話で代表質問のときにもお答えしましたように、

合併したときに950人の職員がいました。現在860

人という職員になりました。それと組織機構につ

いても本庁方式という形で、支所のスリム化、本

庁のスリム化等々を図りまして、機構もある程度

５年を経過した中では落ち着いてきたというとこ

ろでありますので、本当に今まであった車が足り

ているのか、不足をするのか、実際のところは、

それぞれの課が使っておりましたので、把握して

いることがなかったものですから、そういったも

のを一度把握をするために調査をかけているとい

うようなことでございます。 

  今後、この調査の結果、どういう結果になるか

わかりませんけれども、遊んでいる車があるのか、

それとも足りないのか、その辺のところについて

は集計をした後に結論を出したいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） この質問を出そうと思

ったときに、そのようなことをお聞きしたときに

は、まだそういうことがないというようなことで

したので、今お聞きして、今後その辺のところ、

足りているのか、足りていないのか、あるいは何

台あるのが、適正という言葉は余り的確ではない

と思うんですが、必要なのかということが出てく

るということで、今後にそれは回していきたいと

思います。 

  次のほうに移るんですけれども、職員が仕事を

するに当たっては、この地におきましては電車と

かバスとかというものが余り発達していないとい

うこと、それから、広い地域であるということか

ら、車を使うことが前提でお仕事をしていくしか

ないと思います。そういう中にありまして、それ

でも遠くに行くということもあるでしょうし、あ

るいは時間的に普通の国道を通っては間に合わな

いというようなこともあるということで、公用車

か公共交通機関か、あるいはタクシー、もしくは

自家用車を使うこともあるのではないか、あるい

はそういうことがあるということですので、それ

の決まりがあるかということを伺ったんですが、

特にないということでございました。 

  また、先ほど自家用車を使うことは条件があっ

て許されるみたいなお答えだったんですが、この

辺については、では、それをどなたが判断するの

か。先ほどのお話の中では各課管理ということだ

から、各課の上の方がそれを判断するんだろうと

思うんですが、その辺、それでうまくいっている

のかどうか。実際どのように、例えば自家用車で

いいんだとか、高速を使っていいとか、タクシー

だとか、新幹線を使うのかという基準が何もない

ということなんですが、一応何か目安があるので

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） まず、自家用車の服務

規程の中に含まれている条件といいますか、決ま
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りを申し上げたいと思います。 

  服務規程の中で、自家用車の使用ということで

のっておりまして、公用車の配車が得られないと

いう場合ですね、あくまでも公用車を使いたいけ

れども、公用車がないという場合で、次のいずれ

かに該当する場合ということになっておりまして、

交通機関が利用できない場合、または運行本数が

極めて少ない場合、それから夜間の勤務の場合、

それから雨天その他の気象上の理由がある場合と

いうようなところがのっておりまして、その場合

であっても、当然道路交通法に定める運転免許証

であるとか、それから、保険に入っているとかと

いうような条件があれば、自家用車の運行も認め

るというようなことでございまして、あくまでも

公用車を使うというのは出張でございますので、

出張は所属長の命令ということですので、所属長

の命令によってこれを使うこともできる。ただ、

余り条件はないというところでございます。 

  それから、交通機関については、今こういう財

政状況でございますので、なるべく公用車を使う

ようにというような形の中で運用をしているとい

うところでございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） わかりました。 

  今、自家用車を使うに当たっては、ひとつ車が

ないということがまず一番の前提だという話でし

たが、先ほどの１番の話とも関連しますが、では、

数が足りているのかという問題にもなると思いま

すので、この辺につきましては調査をしていらっ

しゃるということですので、調査をしていただい

て、自家用車を使うということが余りにも多いよ

うであれば、やはり適切な車を用意していくとい

うことが大切なのではないかというふうに思いま

した。 

  先ほど、集中管理車は市内を動くか、県外への

出張へということだったんですが、例えば各課管

理の車で、軽自動車しか持っていないというよう

な課の場合に、例えば県庁まで行くというような

ときにも軽自動車で行くというような、その辺は

各課で、ちゃんと乗用車を持っているところでは

各課の車を使うというような、そういう決まりと

いうのがあるんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） あくまでも各課で管理

をするものは管理を前提としておりますので、例

えば車がない私ども総務部の場合なんかも、公用

車、集中管理車がない場合は、例えばどこどこの

課に連絡をして貸してくれないかとか、また、持

っている課であっても、使用中の場合には、ほか

の課の車を借りると、そういった融通をきかせな

がらやっているというようなことでございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） つまり財政課が集中管

理している車も、各課が管理してい車も、最終的

には市の持っている車なので、それはお互いに使

用状況を見ながら、やりくりしながら使っている

というふうな理解でよろしいということですね。

はい、わかりました。 

  次に、３番目のほうに移っていきます。 

  公用車を新しく購入する、あるいは買いかえの

更新をする、それから使用とか運用の規定、維持

管理の基準についてお伺いしたわけですが、全体

として特別に管理についての管理規程はあるとい

うことでした。点検整備とか使用についてを定め

てあるということなんですが、どのくらいの規定

になっているのか、具体的にこれは教えていただ

ければありがたいと思います。管理規程というの

が、市で持っている自動車の管理規程ということ

だったんですが、どの辺まで、どういう規定をし

ているのかという、もうちょっと具体的に教えて
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いただければと思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 那須塩原市の市有自動

車管理規程の内容ということでございますけれど

も、まず、例としては集中管理車・専用自動車運

転管理者、それから運転副管理者というものを定

めるという話の中で、管理者の責任というような

もの、それから運転管理者の職務、それから管理

責任の義務、運転者の義務、それから専用自動車

を運行するに当たっての使用の申し込み、運行委

託の禁止、事故の報告というようなことを決めて

おります。 

  具体的には、車を運転した後は、必ず使用した

後に使用場所、使用時間、それから異常の有無

等々を記入するとか、そういったことを規定して

おりますし、また、運転管理者については安全運

転のために活動をしなければならないということ

になっておりますので、年１回の講習をやったり、

そういったことをやっているというのが、この規

定の中で決められていることでございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） そういたしますと、こ

の質問を出してから市の黒磯のこの庁舎だけなん

ですが、公用車であろうと思われるものをちょっ

といろいろ見た、外側から歩いて見たんですけれ

ども、車によって、やはり新しい、古いというの

はそれは仕方がないことなんですが、きれいに使

って、よく洗っているなというような車とか、ち

ょっとのぞくと、中にやはりいろいろでした。そ

ういうことを考えますと、今の管理責任者という

ようなお話がありましたが、これは課長さんが行

っているというふうに考えてよろしいんですか。 

  それと、もう一つ、今きちんと管理をしなさい

ということだったんですが、１年に１度の点検は

ともかくとして、日々運転した人がきちんと次の

人が使うのに当たって、気持ちよく乗れるかみた

いなものは個人に任されているというか、それぞ

れの課に任されているというようなことなのか。

聞くところによりますと、洗車はどうなのかとい

うことを聞きましたら、最低１年に１回はやって

いるだろうけれども、夏と冬ぐらいかなみたいな

ことをお聞きしたこともありますので、その辺に

ついては、つまり各課に任せているという、そう

いう理解でよろしいですか。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） まず、車の清掃等々の

話ですけれども、これについては管理者の責任で

ありませんので、自動車管理規程の中の運転者の

義務というところがございまして、運転者の義務

の第６号に、自動車の運転が終了したときは、清

掃、点検を行い、運行中の異常の有無について直

ちに管理責任者、または整備管理者に報告し、所

定の場所に駐車することとなっておりますので、

毎回、だからといって掃除をするかというと掃除

はしないと思いますし、適宜それは各課の判断の

中でやるべき運転者の義務という形になっている

というふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） よくわかりました。 

  自分でも車を運転いたしますし、私もきれいに

洗うほうではないのでよくわかりますが、市の車

はやはり公用車ということであれば、これは税金

で買っているわけですし、財産ではないかもしれ

ないのですが、皆さんで使うものでありますし、

そして、これを使って仕事をしているということ

は、これで市民サービスの一助を担っているとい

うものでありますので、個人個人の感覚に任せて

いるというような感じではありますので、もう少

し何かきちんとした管理をしたほうが、車のため

にも、市民サービスのためにもいいのではないか
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というふうに、それは感想として思います。 

  では、次にいきますが、車の購入、更新、それ

から点検のことも含むんですが、こういうものを

新しく買う、あるいは買いかえるということにつ

いての明確な基準はないというふうに先ほどお話

をいただいたんですが、車の修理をしているとこ

ろのお話を何カ所かお聞きしたんですけれども、

例えば、修理をするより買いかえたほうがいいん

ではないかというような状態の車であっても、走

行距離が余りたくさんになっていないので、ある

いは年数が余りたっていないので、これは修理で

乗りたいんだというようなお話、あるいはそうい

うことであれば修理をするみたいなんですが、そ

の辺のところがやはり、各課によって使い方も違

うでしょうし、乗り方も違うでしょうから、その

辺の判断を各課にそれも任せているんだろうとい

うふうな、先ほどの答弁だと、そういうふうに判

断するんですが、やはり何か大きな目安、大ざっ

ぱでいいので、目安というのがあってよさそうだ

と思うんですが、その辺も何も一応規定はないと

いうふうなんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 結論から言いますと、

明確な基準はないということでございます。ただ、

一例で申し上げますと、総務部の契約検査課とい

うようなところで、昨年５月に車を更新いたしま

した。その際の車の状況というのを申し上げます

と、20年乗った車を走行距離が10万5,000㎞とい

うものを昨年５月に更新したというようなところ

でございます。その車が修理したほうがいいのか、

新車にしたほうがいいのかというのは、その車の

状態とか使用の状況、そういったものが大きく影

響するというふうに思います。 

  かつて、合併前の旧黒磯のときは、例えば目安

として10年で10万㎞というような目安もありまし

たけれども、最近の道路事情とか、車の性能、そ

ういうものからいって、一定に10年とか20年とか

と決めるようなことではなくて、先ほど申し上げ

ましたようにその状況を見て、適宜更新させてい

ただければというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） おっしゃっていること

は確かなことだと思うんです。そのときに問題に

なるのは、ではだれが判断をするのかということ

だと思うんです。車も確かに一昔前は10年とか10

万㎞とか言われていましたが、多分今は性能がい

いので20万㎞乗っても乗れる車もあるでしょうし、

もしかすると10年たつと５万㎞しか乗っていなく

ても、新しく買いかえたほうが、燃費とかあるい

は大きくいうと、地球のためにいいというんです

か、変な排気ガスを出さないとかという、そうい

う技術の発達もとても早くなっていると思うんで

す。 

  そうすると、自分で言いながらも矛盾するんで

すが、基準というものが例えばないにしても、そ

の判断、つまり、この車１台１台、Ａの車は状況

があるとすると、それをこの車はもう買いかえに

入ったほうがいいねと、Ｂの車については、これ

はもう少し乗れるという判断を、少なくとも市の

中できちんとどなたかができる、あるいは考え方

によっては民間のそういう業者というか、専門の

方に見てもらえると、そういうシステムをつくる

ということは大切なことではないかと思うんです

が、その辺についてのお考えはどうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 私も車に関しては専門

家ではないので、では、この車が更新するのがい

いのか、危ないというような判断をするのかとい

うことはできません。ただ、一般常識的にいえば、

今までのような管理の仕方で今のところ支障がな
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いので、基準はつくれないというような形で考え

ておりますけれども、一番初めに申し上げました

ように、今、各課の運行状況でありますとか、例

えば使われ方とか、そういう中で、議員から話が

ありましたように、本当に普通車でいいのか、小

型車でいいのか、そういったことも含めて調査を

しているところでございますので、その辺も含め

て調査の結果ということになるかと思うんです。 

  ただ、やはり判断基準をつくって更新をしてい

くということについては、少し時間をいただいて

おかないと、今ここで基準をつくりますという形

にはならないということで、ご理解をいただけれ

ばというように思います。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 車の数も多いですし、

使い方も違いますし、本当に車種もそれぞれ違っ

ているという中で、各課が管理をしているという

ことであれば、その使い方によっても基準が違う

ので、一概に物事を細かく決めれば決めるほどう

まく機能しないというようなこともありますので、

その辺は少し長い時間をかけてでも、一番いいと

いう方法に持っていっていただければいいという

ふうに思っております。 

  点検の整備などにつきましても、今は法定で決

められているので、１年に１度はどこかでしてい

るということ、そういうときにスタンドで洗車も

してくださるというようなことだと思うんですが、

主に決まりとしては、１年に１度か２度はきれい

に洗っているということなんですが、皆さん職員

の数もかなり減っておりますし、車を使うことも

多くなっている中で、例えば洗車は、今は1,000

円ぐらい出すと洗車機できれいに洗ってくれると

いうシステムもありますので、そういう形で手で

洗うというようなことだと、やはりその時間がな

いというふうになると思いますので、その辺は費

用対効果ということからすると、非常に少しのお

金で車がいつもきれいになっているという状態の

ために、私は別に市で洗車機を買えというのでは

なくて、スタンドに備わっている洗車機に、コイ

ンを入れてきれいにするようなことを各課でやる

ような、そういうことを、今はそういうことがで

きないというようなお話でしたので、そういうこ

とができるような、そういう少し昔のままではな

くて、そんなことも考えていただければいいと思

っています。 

  それはお答えくださいと言っても、多分それは

できないということだと思うんですが、今後、や

はり車を使っていくに当たって、そういうことも

考えたらいいんではないかなと、これは希望であ

ります。 

  それから、もう一つ、車を更新するに当たって、

売っている車屋さんの話だったんですが、こんな

ものが必要なんだろうなというような中のナビと

かそういうものについて、非常にぜいたくなもの

を仕様として要求していることがあるというよう

なことを聞きました。本当かどうかわからないで

す。そういうものが必要だから、それをそういう

ものにしてくれと言ったのかもしれないんですが、

その辺についても少し今後、何か基準をつくって

いくときには、そういうものを考えていただけれ

ばというふうに思っております。 

  次に、４番目のほうに入ります。車を買うこと

に関してです。購入とか、更新で買いかえるとい

うことなんですが、先ほど指名競争入札で適正に

買っているということだったんですが、昨年度の

入札の状況を、私なりに調べてみましたら、普通

の車、特殊なものでないものは11台買っているん

ですね。そのうち、例えば、昨年の11月に３台買

っているんですが、同じ業者側のところで落札し

ているんです。それは公平というか、きちんと競
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争入札をした結果でありますので、それはそうい

うものが入札なんだと思うんですが、例えば市内

の業者さんが幾つかあって、実は公用車の購入の

入札に関しては、辞退と、それから欠席ではなく

て、そのときに来なかったというのが結構あるん

です。 

  それで、理由はそれぞれだと思うんですが、こ

の公用車の購入に関しての指名競争入札というの

は、こういう今のままの形でよいのか。車の値段

というのは、一つの値段が片一方が100万円で、

片一方が200万円というようなことはないんだろ

うと思うので、その辺はどういうふうに考えてい

らっしゃるのか、ちょっとお尋ねしたいというふ

うに思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 公用車の購入に関して

のお尋ねでございますので、現在、市内の自動車

店として登録されている業者は９事業者といいま

すか自動車工場がございます。このうち扱ってい

る業種として、全部を扱っているというところが

３自動車販売店、そのほかは一部ということです

けれども、この一部取り扱っているところも、す

べて名前は出しませんけれども、特殊的な、例え

ばディーゼル車であるとか、そういったものは扱

っていないけれども、一般的に言う公用車は扱っ

ているということでございますので、この９事業

者に対し、市が発注する公用車については、競争

入札をしているというところでございます。 

  自動車の値幅がどのくらいなのか私はわかりま

せんが、入札の結果として自社の中で企業努力を

されて、落札をしているというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） ９者のうちできちんと

入札をしているというようなことで、特殊なもの

も含まれているから、辞退とかがあるんだろうと

いうことで、そういうことなのかもしれません。

私は、例えばこの車種でなければだめというのも

もしかするとあるかもしれないんですね。だけれ

ども、軽自動車であれば別にＡでなくてもＢでも

いいというような考え方も、片方にあると思いま

す、特殊なものでなければ。そうであるならば、

去年11台、それは普通車も、それから小型も入っ

ていたと思うんですが、そういうものを買うとき

に、やはり業者さん、車検とか、それから点検と

かでいろいろお世話になっているところばかりだ

と思いますので、何か入札するのは悪くはないん

ですが、素人的に考える、順番に、Ａが１回とっ

たら、次は辞退してＢにみたいなことだって、そ

ういうことというのは、やはり逆にやってはいけ

ないんでしょうか。何かそんなことを考えながら

私は入札の結果を見ていました。別にこれはお答

えが欲しいということではないんです。 

  次に、いきます。 

  任意保険のことなんですが、全国市有物件災害

共済会いうところで、自動車損害共済に入ってい

るということですね。平成21年度は、消防以外の

車で501万3,356円、平成20年度は消防以外405万

6,687円ということで、１年間で23.5％上がって

いるんです。その内訳を見ると、その共済のこと、

よくわからないんですが、平成21年度は総合契約、

20年度は基本契約というとで名前が違って、総合

契約で23.5％上がっているということなんですが、

この辺について、保険がよりよい保険になったの

か、その辺の説明をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 保険の金額が高くなっ

ているということでございますが、実は車両事故

の対応ということが一番大きくなっておりまして、

これまでは事故を起こした場合、担当課が直接事
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故の相手方と示談交渉をするというところで進め

てまいりました。昨年11月からは総合保険に加入

しまして、一応この対応は保険会社と相手方の保

険会社ですね、それでやっていただくという形に

なりましたので、通常よりは1.3％から1.4％負担

金が高くなっているのは、そういうことになりま

す。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） これは値段が上がって

も、計算すると、普通の私なんかが入っている保

険に比べると、何分の１という非常に安い値段で、

２万円以下ぐらいで入っているような感じであり

ますので、そういう形でよりカバーが大きくなる

保険に入ってくださっているということだという

ことであれば、これは高くなっても当然だし、そ

れは大変必要なことではないかというふうに思い

ます。 

  以上、１番から５番まで公用車について質問を

いたしましたが、車の運転というのは一歩間違え

ば事故にもつながるということでございますので、

日常的な整備とか点検とか、あるいは使用の規定、

あるいは管理、それから車を買うことに関しても、

やはりずっと今日聞いておりまして、すべてを各

課に任せている、あるいは個人の良識に任せてい

るというようなものが多いみたいですので、長期

的に経費の節減ということもありますし、環境に

配慮したということからも、車の買い方、あるい

はどんな車にしたらいいのか、その点検整備につ

いても、やはりきめの細かい、少し大ざっぱでい

いので、目安などをつくっていただいて、より職

員の皆さんが安心して運転できるような、そうい

う体制をつくっていただきたいというふうに思い

まして、この項は終わります。 

  ２番目の質問に移ります。 

  出勤管理の電子化について。 

  那須塩原市は、那須塩原市地域情報化計画に基

づき、各種手続のオンライン化を進めております。

一方で、職員の出勤管理は依然として紙により行

っている状況であります。そこで、出勤簿への押

印、各種休暇などの届け出についての手続の現状

と、なぜそのような方法で行っているのかについ

ての合理的な理由、そして、今後、ＩＤカード、

あるいはパソコンを使っての管理を導入すること

について、どのように考えているかということに

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） それでは、出勤管理の

電子化に関するご質問にお答えしたいと思います。 

  職員の出勤管理につきましては、那須塩原市職

員服務規程に基づきまして、定刻までに出勤簿に

押印する方法で対応をしております。この方法を

とる理由ということですけれども、出勤や休暇、

出張、時間外勤務という所属職員の所在等の管理

については、所属長の職務であるというところで

ございますので、所属長が確認をする上で、現在

の方法が一番効率的あり、また、経済的であると

いうふうに考えているところでございます。 

  ＩＤカード、それからパソコンを活用した出勤

管理システムの導入についてということですけれ

ども、導入のための新たな経費も必要となります

し、また、現在の紙ベースの出勤簿、休暇などを

適切に管理することで支障があるというふうな状

況にありませんので、当面、この方法で対応をし

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） このことにつきまして

は、以前にも質問をしたことがありまして、その

ときにも変えるつもりはないということでお答え
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をいただいているんですが、なぜ何度も聞くかと

いうことに関しましては、一番は、私の知ってい

る、あるいは知らない人もいるんですが、市民の

方から、こういうお話をしますと、やはり非常に

疑問の声が出てきておりまして、今はカードを使

うとか、パソコンを使うとかということで、一般

の大きな会社などでは、それで出勤、退勤の管理

をしていると。あるいは会社の総務の人などの話

によりますと、経費がかかるという、それは初期

に経費はかかるにしても、市のいろいろな情報系

のお金などを見せて説明をしたところ、これだけ

いろいろなところにこういうふうにお金を使って

いるのであれば、出退勤についてそんなにお金を

使わなくてもできるのではないかと。別に人を管

理するということが悪いということではなくて、

とてもお給料の計算とかするのも楽なのではない

かというような話の中で、そういうことをやはり

素朴にやったらいいのではないかということで質

問をしたものですので、これ以上、だからどうこ

うということはお答えいただいたのでいいのです

が、一つだけちょっとお伺いいたします。 

  例えば今、きょうの段階で朝皆さん来たときに

判こを押しているということなんだと思うんです、

紙ベースで。というのは、今この時点で可能では

ないと思うんですが、では、今例えば黒磯の庁舎

の中で判この数を数えたときに、では、今出勤し

ている人のことというのはわかる。あるいは、き

のうまでの時間外勤務をした人は何か書いてある

わけですね、そういうところに。そういうものと

いうのは、今、もしきのうの段階のそれを知りた

いといえばわかるというようなことにはなってい

るんですね。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 今現在、職員がいるか

どうかという確認ができるかできないかというご

質問なのかなという気がしますので、それについ

ては、所属長が出勤をした後、どういうところに

職員がいるか、どういうところに出張をしている

か、どういう仕事をしているかというのは所属長

の仕事でございますので、それを確認するという

ことは当然のことだと思います。 

  それから、以前も申し上げましたように、超過

勤務というのは、所属長の勤務命令でございます

ので、やるということについては事前に、こうい

う仕事を何時間やるということを受けて勤務に入

るということですので、その勤務の状況について

も把握しているというようなところがございます。 

  それから、ＩＣカードの関係で少し申し上げま

すと、那須塩原市にとっては今後必要になるのか

もしれませんけれども、こういうＩＣカードとか

パソコンでの管理というのは、アメリカの話が出

ましたので、ついでに申し上げますと、やはりタ

イムフレックス制であるとか、セキュリティの管

理であるとか、そういったものとあわせて導入し

ているところが多いのではないかというふうなこ

とに考えますので、今必要ではありませんが、今

後必要になってくることになるのかもしれません。

ただ、今申し上げているのは、現在の段階では、

まだ那須塩原市にとっては必要ではないのではな

いかということを申し上げているところでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） この件についてはわか

りました。 

  今後、やはり社会の態勢もどんどん変わってい

きますし、市役所の仕事というものもやり方も変

わってくると思います。そのときにはそのときに

一番職員の方が仕事のしやすい、あるいは上のほ

うからいえば、管理しやすいというような形で考

えていっていただきたいというふうに思います。 
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  ３番目に移ります。 

  那須塩原ブランドについて。 

  この春、那須塩原市農観商工連携推進協議会が

設立され、事業の一つとして那須塩原ブランド認

定審査委員会を設置し、地域ブランドの創出に取

り組み始めています。そこで、以下４つのことに

ついてお伺いいたします。 

  ①農観商工連携事業と那須塩原市農観商工連携

推進協議会について、事業の体制や進め方、予算

について伺います。 

  ２番目、那須塩原ブランドとして認定する基準

は、那須塩原らしさ、独自性、信頼性、安定性と

４つ掲げられていますが、イメージとしてどのよ

うなものを想定しているのかについて伺います。 

  ③那須塩原ブランドにより、地域産業の活性化

と那須塩原市の知名度向上を図るとあるが、その

方法について予定を伺います。 

  ④この８月にはブランド商品に表示するための

認定マークの募集を行っております。農務畜産課

は「みるひぃ」という、牛乳消費拡大のマークを

以前からつくっておりまして、それが浸透しつつ

あるところです。それらをどのように使い分けて

いくのかについて伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 24番、山本はるひ議員の市

政一般質問にお答えをいたします。 

  那須塩原ブランドについて、４点の質問があり

ますので、順次お答えをいたします。 

  第１の農観商工連携事業の推進体制や進め方、

予算についてお答えをいたします。 

  本年３月に設立をいたしました那須塩原市農観

商工連携推進協議会の構成は、第１次産業では農

林業、酪農団体、第２次産業では、加工・製造業

から、第３次産業では、商業、観光業のほか消費

者団体、行政機関など36団体で組織をいたします。

地域ブランドの創出など４つの事業に取り組んで

おります。協議会のもとには各団体の現場代表者

で構成する幹事会があり、事業執行に当たります。

また、幹事会メンバーは事業執行補助機関である

委員会、または専門的調査検討機関であるワーク

ショップのいずれかに所属して活動をすることに

なっております。 

  現在、那須塩原市ブランド認定審査や産業振興

大会の準備を進めている２つの委員会と、地産地

消推進や販路の拡大を調査検討をする２つのワー

クショップが活動をいたしております。事業費に

つきましては、11月10日の産業振興大会開催費と

して100万円を予算化をしているほか、那須塩原

市ブランド認定品のＰＲを積極的に進めるための

追加予算を今議会に提出をさせていただいておる

ところです。 

  次に、②の那須塩原らしさなど、４つの認定基

準のイメージについてお答えをいたします。 

  まず、那須塩原らしさは、本市の風土と歴史に

はぐくまれた魅力あるものを想定しており、例え

ば生産、製造など、那須塩原市の土壌、水、気候

条件等が活用されている。歴史や経緯などの地域

に根差した物語性やエピソードがあるものなどで

す。 

  独自性は、ほかに類を見ない、または類似のも

のに対して優位性を主張できるものを想定してお

り、商品特性がすぐれている、生産方式や販売方

法、出荷時期などに工夫があるなどです。 

  信頼性では、商品規格の統一や生産履歴記帳な

ど、安心・安全への配慮、責任所在の明確化など

体制の整備を想定しています。 

  最後に安定性ですが、これは継続的かつ安定供

給に努めているかがポイントであると思っており

ます。 
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  次に、③ブランド化による地域産業の活性化と

知名度向上の方法についてお答えをいたします。 

  那須塩原ブランド認定品が決定した後は、これ

らをいかに効果的にＰＲしていくかがポイントと

なります。そのために、産業振興大会ではブラン

ドを認定式とか、試食会や展示会を兼ね商談会を

開催をするとともに、市農観商工連携推進協議会

の情報も活用したいと考えております。また、市

の広報でのお知らせ、認定品のＰＲに特化したホ

ームページやパンフレットの作成により、広く情

報を発信していきます。このほか、県観光物産協

会と連携して、県内外に情報を発信したいと考え

ており、さらに緊急雇用創出事業を活用して、訪

問などによる認定品の販路開拓・拡大に取り組め

ればと思っております。 

  最後に、ブランド認定マークと「みるひぃ」マ

ークの使い分けについて、お答えをいたします。 

  那須塩原ブランドの認定マークは、市内で生産、

加工、製造された農林水産品や特産品の中からブ

ランド認定されたものについて使用できるもので

あり、認定品は幅広い分野から選定されることに

なります。そのため、認定マークは多くの分野か

ら支持されるようなデザインのマークであって、

信頼のあかしとして活用していきたいと考えてお

ります。 

  一方、「みるひぃ」は、生乳生産本州一のまち

を象徴する牛乳消費拡大ＰＲキャラクターとして

誕生したものであるため、この目的に沿った活用

を今後とも進めてまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、一括して再

質問をいたします。 

  まず最初に、農観商工連携事業の進め方につい

て、今お話をいただいたんですが、11月10日に行

われる産業振興大会で、ブランドの認定品のＰＲ

をしたり、それからブランドの認定式をし、試食

とか展示とかの商談会をしたり、そこでいろいろ

な宣伝をするというようなことになっておりまし

て、その予算が100万円だということでした。 

  それで、きょうからいきますと２カ月後という

ことになっておりまして、私たち議会に対しては

合併５周年の記念ということのイベントの中にこ

れが入っておりましたので、こういうことがある

ということはわかっておりましたが、那須塩原ブ

ランドというものについては、お聞きしたのが本

当にこの春ぐらいでしたので、とても時間がない

中で決めるんだなというイメージを持っておりま

す。これにつきまして、もう少し、今どの辺まで

那須塩原ブランドを、つまり11月10日に認定式を

するということは、もう既に予定、少しは決まり

つつある、あるいはこんなものをというのが出て

いると思いますので、具体的にどんなふうになっ

ているのかということについてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 11月10日の産業振

興大会に関する中で、この事業につきましては、

先ほど市長から答弁しましたように、４つの目標

を掲げております。地域ブランドの創出とか、地

産地消の推進、付加価値のある新商品の開発とか

販路開拓といった、その一部門が地域ブランドの

創出ということで那須塩原ブランドということで

ございます。それにつきましては、もう前の全協

のときにもご説明しましたように、マークの募集

と那須塩原ブランドの商品募集をしております。 

  既にブランドにつきましては20品目の応募、20

点の応募がありました。マークにつきましても、

ちょっと少なかったんですけれども、16人から36

作品ということで応募がありました。今後、これ

の進め方につきましては、委員会がございますの
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で、ブランド認定の部分につきましては、ブラン

ド認定審査委員会がございます。まだ、内容につ

いては申し上げられませんけれども、第１次審査

は終わっているという状況です。第２次審査等も

ありますので、これからまた審査をした中で、11

月10日には認定式も実施していく。 

  マークにつきましては、ちょっと作品が少なか

った関係もあるんですが、これにつきましても農

観商工の産業振興準備委員会という委員会がござ

いますので、その中で大会に関する部分とブラン

ドのマークについての部分も審査をする。それを

その委員会でやっていくという形になります。こ

の分につきましては９月10日に会議を予定してい

るということでございます。 

  具体的に、11月10日ですけれども、前にもお話

ししましたように、この日はこの那須塩原ブラン

ドの認定式、あるいはマークの表彰といいますか、

そういったものを行いまして、パネルディスカッ

ションも計画しております。その後、基調講演的

な講演を京都大学の先生にお願いをして産業振興

大会を終わる、形としてはそのような構成で実施

したい。 

  あわせて商談という話ですけれども、今考えて

おりますのは、那須塩原ブランドの認定品、何品

目になるかわかりませんけれども、そういった部

分のＰＲも兼ねた試食あるいは販路開拓のための

部分で商談的な部分もやっていきたいという計画

で進めております。11月10日の実施に向けては、

あと２カ月ですけれども、準備のほうはそれぞれ

の委員会で着実に進めているといった感じを持っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） それでは、次に質問を

いたしますが、先ほど、今後このブランドを広め

ていくのにＰＲが決め手だというようなお話があ

りました。情報発信を積極的にやっていきたいと

いうことだったんですが、今回の９月の補正の中

に、労働費の中に緊急雇用創出事業ということで、

那須塩原ブランドＰＲ業務574万7,000円という予

算が入っております。これが多分ＰＲをしていく

ためのお金だと思うんですが、委託料ということ

で入っておりますので、これについてのご説明を

お願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今回、９月補正で

お願いしております那須塩原ブランドＰＲ事業と

いうことで、この事業につきましては緊急雇用創

出事業の中で対応をしていきたいということで、

内容的には先ほど申し上げました那須塩原ブラン

ドが決まりましたら、今度はやはりＰＲが決め手

という形になりますので、この事業につきまして

は、民間の業者に委託をする形で、民間の業者さ

んが新規の雇用をしながら業務を行っていくとい

う内容でございまして、業務の内容につきまして

は、ホームページの作成です。ホームページの作

成がメーンでございます。そのほかにもパンフレ

ットの作成、さらに先ほど市長の答弁の中で申し

上げましたように、那須塩原ブランド、今回20品

目の応募がありましたけれども、今後も続けてい

くという中で、また、隠れたブランドがあるんで
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はないかということもありますので、その両者に

より発掘といいますか、そういったものの那須塩

原ブランドにふさわしいものがあるかどうかを発

掘していただくということも、一つの分野として

考えております。モニタリング関係もありますし、

先ほど申し上げました商品のＰＲ等もやっていた

だくということも、業務の内容として掲げており

ます。 

  なお、この事業につきましては、今年度10月か

ら３月まで実施する形がありますけれども、来年

も同じような形で那須塩原ブランドを募集します

ので、その後、やはり10月から３月まで同じ事業

者に同じような業務をやっていただくということ

で、２カ年にわたる、それぞれ６カ月の形になり

ますけれども、２年間にまとまりながらこの事業

を実施していくという、そういう関係でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） ＰＲを外に委託をして、

それを２年間半年ずつ行うという説明でしたが、

一つホームページの作成とパンフレットの作成と

いうことだったんですが、多分事務局が那須塩原

市で持っているこの事業について、ホームページ

は那須塩原市のホームページがございますが、こ

れは新たに別建てでホームページをつくってやっ

ていくということなのか、あるいは那須塩原市の

ホームページの中に入れ込んでいくのか、それに

よっても費用というのが違うような気がするので、

それについてお伺いしたいのと、あと、ＰＲが決

め手ということではありましたけれども、10月か

ら３月、そうすると４月から９月まではその辺の

ことをどのようにやっていくのか、その２点につ

いてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今回、作成します

ホームページにつきましては、独立したホームペ

ージということで、市のホームページとリンクさ

せるような形で考えていきたいというふうに考え

ております。 

  あと、この10月から３月委託の間ということで

すか、その間という意味ですね。その間につきま

しては、当然市においても広報紙等を利用したＰ

Ｒもやりますし、さらにブランド品が決まれば、

いろいろな、現在でも東京、横浜などに行って商

品のＰＲなどもやっております。そういった中で、

那須塩原ブランドの商品をＰＲをしていくという

こともありますので、そういった機会を利用しな

がらＰＲに努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） 今、那須塩原ブランド

のホームページを別につくるというお話、ちょっ

とびっくりして聞いていたんですけれども、この

ブランドを地域産業の活性化ということと、それ

と知名度向上、知名度向上というのは、多分那須

塩原市の知名度でもあるでしょうし、地域の産業

の知名度でもあると思うんですが、そういうもの

を向上するためのホームページを、わざわざ那須

塩原市とリンクをさせるという話ではあっても、

例えば「みるひぃ」のブログなどというのが那須

塩原市の中にあります。そういうことを考えます

と、那須塩原市のホームページの中に張りつけて

しまったほうが、宣伝になるような気がするし、

お金もかからないでできるのではないかというふ

うに今ふと思ったんですが、これわざわざ別建て

でブランドについてお金をかけてホームページを

つくることの意味について、少しお伺いしたいと

いうふうに思います。 
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  それと、20品目先ほどブランドに応募があった

ということなんですが、これを今後多分１次応募

で20ということなので、これから選考していくと

は思います。商品について申し上げられないとい

うことだったので、詳しくは言ってはいただけな

いんだと思うんですが、およそ例えば食べる物だ

けなのか、県内のほかのブランドを見ますと、例

えば温泉なんていうのがブランドにあったり、木

材がブランドにあったりするんですけれども、こ

の那須塩原ブランドについてのこの20の応募は、

およそ農産品とか、あるいはお菓子とか何かそう

いう食べる物というふうに限定はしていないんで

しょうが、ということで考えているというか応募

があるのかということについて、お聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） まず、１点目のホ

ームページの関係ですけれども、ホームページの

関係につきましては、やはりアクセス数をふやす

というのがＰＲ効果も大きくなるという部分だと

思います。そういった中で検討をした結果として、

例えばブランドという検索の中で那須塩原ブラン

ドが出てくるということも考えられますし、アク

セス件数からいきますと、そういった独立したも

のでやったほうが効果があるということも聞いて

おります。そういった意味合いで独立したものを

ということで考えております。 

  さらに、もう１点の20品目ですけれども、これ

につきましては出てきておりますのは、主に農産

品及び農産品の加工品的なものが主でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） ホームページを独立で

立ち上げるのか、あるいは市のホームページの中

に入れ込むのかというのは、予想なので何とも言

えないところだと思うんですけれども、那須塩原

ブランドと言ったときに那須塩原、ブランドとか

とやると、多分市のほうのホームページに結構引

っかかっていくのではないかというふうに考えら

れるんです。まだ今はないので、ブランドとやっ

たときには、もうブランドという名前の引っかか

り方というのは物すごい、地域ブランドだけでは

ないものも出てくるような気がするので、結果は

どうかわからないのですが、ぜひそれは決めてし

まったんでしょうから、独立のホームページでも

それはいいと思うんですが、ぜひ那須塩原市のホ

ームページのほうにきちっと入ってくるような形

で、これはつくっていただきたいというふうに思

います。 

  ただでさえ那須ブランドもありますし、那須塩

原とか、塩原温泉とかいろいろと引っかかってく

るものが多いので、せっかくホームページで宣伝

をということであれば、その辺の工夫をぜひきち

んとやっていただいて、来年検証をしたら那須塩

原ブランドでの例えばアクセス数のほうが少なか

ったとかという、わかりますね、そういうことが。

その辺、やはりお金をかけてやるということは、

それだけ効果がないと、それこそ費用対効果で何

にもなりませんし、このブランドで物を売ってい

こうとか、市の名前を売っていこうというときに

はＰＲしかないと思うんです。それを検討した結

果、独立のホームページとするならば、自信もあ

るんでしょうし、これはしっかりと本当の宣伝に

なるような形でやっていただくことを、これは望

みたいというふうに思います。 

  それと、もう一つＰＲということからすると、

先ほど県外へというような話がありましたが、例

えば栃木県では今、まだでき上がってはいないで

すが、スカイツリーのところにアンテナショップ

をつくるというようなお話が出ております。そう
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いうところに那須塩原市も入り込んでというか、

そこでブースでももらってやっていきたいという

ような、そういう考えはあるのでしょうか。ある

いはほかの東京でも、大阪でも、どこか外に那須

塩原ブランドの宣伝のできるところをつくってい

くというような考えがあるのかどうか、お伺いい

たします。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） スカイツリーのア

ンテナショップ利用ということでございますが、

県から具体的なお話がまだ来ておりませんので、

ここでどうこうということではございませんけれ

ども、やはりＰＲという形になれば、そういった

部分も考えていかざるを得ないという、いく必要

があるだろうと思っていますし、やはり先ほど言

いましたように、いろいろなイベントに今も出て

おります。そういった中でも積極的にＰＲを図っ

ていくと。両方考えていく必要があるというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） あと、先ほど那須塩原

ブランドのイメージの商標みたいなものを募集し

たら、少なかったというようなお答えがあったん

ですが、これは11月10日までにつくって、それを

表彰をすることによって一つのＰＲの大きなツー

ルにしたいということだと思います。先ほどの部

長のお答えは、何となくそれでは足りないような、

今後もう少しみたいなお話があったんですが、そ

の辺についてもあと２カ月しかない中でどんなふ

うになっているのか。 

  それから、質問の中の４番目で「みるひぃ」の

話をしたんですけれども、マークとか那須塩原の

マークもそうなんですが、ある程度時間がかかっ

て浸透していくものだと思っております。やたら

にたくさんつくらなくても、せっかくその「みる

ひぃ」のマークがあって、それで牛乳の生産が本

州では一番なんだということで、那須塩原市のそ

ういうものを宣伝している中で、せっかくでした

ら、そういうものを何か利用して、マークをつく

ってもよかったんではないかなという思いで聞い

たんですけれども、それはそれで関係はないとい

うようなお話でしたが、もう一度今、応募が終わ

ったマークについてお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 那須塩原ブランド

の認定マークということでご質問ですが、先ほど

16人の方から36作品ということで、市内限定とい

う募集でありましたので少なかったかもしれませ

んけれども、私どもが想定したよりもちょっと少

ない数だったという印象は持っています。 

  ただ、このブランドマークは、認定マークにつ

きましても、委員会の中で検討をしていただくと

いう形になりますので、産業振興大会の準備委員

会がこの認定マークの審査に当たるという形にな

っておりますので、私がここでどうこうという話

ではございませんけれども、こういった内容を踏

まえて準備委員会のほうで検討をしていただくと

いうことで、最終的には11月10日の産業振興大会

には間に合わせるということで進めていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 24番、山本はるひ君。 

○２４番（山本はるひ君） その那須塩原らしさを

持ち、そして市内で生産加工・製造された農林水

産品や特産品を、那須塩原ブランドとして認定し、

県内外に那須塩原市を広くアピールしていきたい

ということで、那須塩原ブランドを立ち上げてい

るのだということで幾つかお伺いいたしましたが、

短い時間で決めているような印象ですので、もし
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かすると１年目というのがどのようになるかとい

うのは、11月10日の振興大会を見ることで確認を

していきたいと思うんですが、ぜひその産業の活

性化と、それから那須塩原市の知名度を上げると

いうことで、これは今後もやはり市全体で頑張っ

ていっていただきたいというふうに思いまして、

質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、24番、山本はるひ

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（君島一郎君） 次に、10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 皆さん、こんにちは。10

番、髙久好一です。ただいまから一般質問を行い

ます。 

  １番です。 

  熱中症対策について。 

  記録的な猛暑により、熱中症搬送者が全国で３

万人を超えました。気象庁はこれからも暑い日が

続き、気の抜けない状況として、熱中症対策に十

分注意するよう呼びかけています。 

  ①市がひとり暮らしの高齢者など訪問活動を行

い、昼間に緊急避難をする場所として公的施設を

確保する考えがありますか。 

  ②クーラーの設置、修理費の助成、電気代の補

助などを行う考えがありますか。 

  ③生保世帯や低所得者世帯に一時扶助や夏季加

算を支給するために、地方自治体の財政支援を国

に要請する考えはありますか。 

  以上、３点伺います。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 10番、髙久好一議

員の市政一般質問についてお答えいたします。 

  １の熱中症対策について、順次お答えします。 

  ①のひとり暮らしの高齢者等の訪問活動につい

ては、地域包括センターや民生委員が定期的に訪

問しているところですが、訪問時に熱中症予防対

策として小まめに水分や塩分を補給することや、

おかしいと思ったら我慢せずに病院に行くことな

どを指導しているところです。 

  昼間に緊急に避難する場所の確保は考えており

ませんが、今後も元気アップデイ・サービスや市

が主催する各種教室など、あらゆる機会をとらえ

て、熱中症の予防や発生時の対応について周知に

努めてまいりたいと考えております。 

  次に、②のクーラーの設置、修理費用の助成、

電気代の補助についてですが、市として助成や補

助をする考えはありません。 

  ③の一時扶助や夏季加算を支給するため、財政

支援を国に要請する考えはあるかについてお答え

いたします。 

  生活保護法による保護の基準につきましては、

厚生労働省により毎年告示されており、それによ

って扶助費や加算額が定められております。本市

においては、夏季加算等を支給する考えはありま

せんので、国に対して財政支援を要請する考えは

ありません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

 地域包括センター、民生委員などを中心にと、

あらゆる機会に熱中症対策を考えていきたいとい

うお話でした。順次再質問をしていきたいと思い

ます。 

  熱中症問題では、搬送者が全国で３万人を超え
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たと、こう言いましたが、この間、発表では、熱

中症によって搬送された方がさらにふえ、４万人

を超え、暑い日も113年ぶりに記録を塗りかえた

と報道されています。そういう中で、黒磯消防署

管内でも前年度同期と比較して救急車による出動

で143件、搬送で115人が増加しています。消防庁

は９月に入っても暑い日が続くと予想され、引き

続き警戒を呼びかけています。そういう中でのた

だいまの答弁でした。 

  訪問活動についてです。宇都宮在住の看護師長、

ひとり暮らしの高齢者の中には部屋を締め切って

いる人が多く、認知症の人では水を飲んだことも

忘れることもある。高齢者は、普通では考えられ

ない状態で生活している、こういう実情を話して、

訪問活動への支援を訴えています。 

  そこで伺います。こうした訪問活動は、現在ど

こがということですが、既に包括支援センターと

いう答えが出てきています。そして取り組みも行

っているという話を聞かせていただきましたので、

さらに先に話を進めていきます。 

  その包括支援センターです。先ほどの大野議員

の質問にも出てきました。高齢者の見守りという

ところで、この包括支援センターが出てきました。

ところが、この介護保険でもこの包括支援センタ

ーを高齢者の把握の責任、介護保険法に基づいて

2006年度に始まった。そして、包括センターが責

任を負う建前になっています。これは部長が言わ

れたとおりです。しかし、同センターの設置基準

は人口6,000人に１カ所、こういう状況です。職

員は３人です。高齢化率から単純計算すると、

1,200人の高齢者、厳密にはケアを要する人に限

りますが、３人で見なければなりません。センタ

ーの３人では介護保険関連の業務に忙殺され、と

ても実態把握には手が回りません。 

  他方、地域の民生委員では、先ほど208名の方

という話がありました。ボランティアです。役割

は大事ですが、その高齢化も問題になっています。

権限には限界もあります。やはり基本的には福祉

事務所のような公的機関が責任を持って、一人一

人を援助していく必要があるのではないでしょう

か。 

  そこで伺います。 

  要援護者支援の計画もありますが、熱中症対策

と独居や老老世帯の高齢者に関する支援について

市の考えを改めて伺います。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 先刻、大野議員さ

んにもお答えしたとおり、いわゆる地域包括セン

ター、あるいは民生委員を中心に全体的にトータ

ルとして見守っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  なお、高齢者の熱中症による管内の先ほど議員

さん113件とおっしゃったかと思いますが、高齢

者に関しては一番最新情報では、６月３日から９

月６日まで黒磯那須消防管内で９件ほどございま

す。それから、大田原地区広域消防管内で４件ほ

どございまして、合計で13件、９月に入ってから

少し暑い日が続いておりますので、そんなような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 部長の数字と私のほうの

数字がちょっと違ってきました。私のほうは救急

搬送者ということでとらえたものですから。ただ、

ふえた分の中に約半数が高齢者というのは、全国

的な統計です。 

  先に話を進めていきたいと思います。 

  ②のほうに入ります。クーラーの設置、修理費

の助成、電気代の補助などを行う考えはないとい

うお話でございました。そういう中ですが、暑さ
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からの公的な避難場所ということで、東京都の消

防署では、24時間冷房のきいた空いている部屋を

開放するというような話もありました。市内の公

共的、公的設備、公的場所では図書館を上げてい

ました。日中は市民、中学、高校生が来ていて勉

強をしっかりやっています。ほとんどいっぱいで

す。最寄りの公民館では、来ていただいて、冷房

のきいた空いている部屋で、本を開いていただけ

れば歓迎ですという答えも出ています。高齢者の

多くは、近くなら行けるけれども遠いと行く気に

はならないという、足の問題も含めて問題を解決

する必要があります。自治公民館で冷房を完備し

ているというところは残念ながらありません。 

  そこで伺いたいと思います。 

  暑いとき、避難の場が必要です。現在ある施設

の活用について市の考え、もう少し深めていただ

けると、もっといい話になるのではないか。先ほ

どの大野議員の質問にも出てまいりました。民間

との協力もありました。しかし、先ほども言いま

したとおり、こういった民間の力をかりても、や

はり力が足りないというのが現状ではないでしょ

うか、あわせて考えを伺います。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 例えば、東京都で

はＮＰＯ法人で一時預かりとか、あるいは避難場

所としてのセッティング、また公的な場所で一部

そういう形で出ているのは聞いております。ただ、

現在のところ、それぞれの公共施設での受け入れ

態勢そのものはまだ整っておりません。そういっ

た意味で、これからの勉強ということになろうか

なというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） これから勉強をしていき

たいというお話です。さらに話を前に進めていき

たいと思います。そういう中で個別的に電気料金

とか、クーラーの設置とか、これは考えていない

という答弁が出てきました。多くの市民が電気代

については、暗くなるまで部屋の電気はつけない

けれども、西日が強くて熱中症にならないようエ

アコンはつけている。長くつけると電気代が２倍

になって払い切れないという、こういう悩みも来

ています。そうした中で、経産省への緊急提案の

要請を行います。 

  経産省では、生活困窮者に対し料金が未払いに

よる供給停止に柔軟な対応を行うよう求めて、経

産省が出した通知、電力、ガス会社に出しました。

2002年７月23日付の通知です。電気代の滞納者の

訪問を行い、また、通知の趣旨を徹底すること。

この通知を知らない電力会社、ガス会社、こうい

う事業所がたくさんあるという指摘を受けて、通

産省は再通知をするなどの対策をとるとしていま

す。こういったこともあわせて市民への周知につ

いては、市はどのように考えるんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 民間でのいわゆる

サービスの分野に入るのかなというふうに思いま

す。もし、そういう優先したものがあれば、先ほ

ど来申し上げているとおり、包括センターあるい

は民生委員等の訪問時にきちんとＰＲしていきた

いというふうに思っております。ただ、先ほども

答弁したとおり、電気代等の補助、助成について

はちょっと今のところは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁を伺いました。なか

なかこういったものは難しいのかなというような

感もいたします。さらに話を前に進めてまいりま

す。 

  ③に入ります。生活保護世帯や低所得者世帯に
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一時扶助、夏季加算の支給されたものを、地方自

治体への財政支援を国に要請する考え、ないとい

うお話でした。私のほうの通告書、もうちょっと

正確に書くべきでした。冬季加算のように夏季加

算の創設も含めたと、もう少し正確に書くとよか

ったかと思います。クーラーの設置補助など、こ

ういった問題、高齢者を暑さから守る行政の対策

が必要です。 

  そこで伺います。 

  市民が生活に困窮した場合に活用できる生活福

祉資金という制度があります。この制度を柔軟に

活用するということについて、この熱中症対策に

使えないか、可能性について考えを聞かせてくだ

さい。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ただいまの質問の

件は、社会福祉協議会で現実に取り扱っている資

金かなというふうに思っております。これについ

て、このために資金提供できるかどうかというの

は、審査会議等も含めて社会福祉協議会のほうに

ございますので、そちらのほうで検討ということ

になるんですが、なかなか難しい面もあろうかと

いうふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） なかなか難しいのではな

いかという答弁でした。今回のような猛暑、助成

制度は現在何もないというふうに私は受けとりま

した。生活と健康を守る会、私たち日本共産党に

はこの夏、電気料金が不安でクーラーが使えない、

壊れたクーラーを修理することや買いかえる費用

がないという相談が多数寄せられています。生活

保護には暖房のための冬季加算はありますが、夏

季加算の制度そのものはなく、冷房ではね上がる

電気代やクーラー代、クーラーの設置、修理に対

する支援、補助は何もない状態です。改めて市に、

高齢者に寄り添い、見守り、安否確認と猛暑に対

する助成制度、公的な緊急避難の場所を確保する

こと、生活保護には夏季加算の創設を含めた助成

制度の創設を国に要請するよう求めて、この項の

質問を終わります。 

  続いて、２番に入ります。 

  国保行政についてです。 

  市民の健康を守るはずの国民健康保険が、高過

ぎる国保税によって、貧困を拡大している実態を

告発する調査もある中、当市の国保行政の改善に

向けた対策を伺うものです。 

  ①県内１人当たりの年間調定額が３番目に高く、

一番低い医療費、収納率最下位の当市の現状をど

のように考えていますか。 

  ②国保は市民の健康と命を守る命綱となってい

ます。悪質でない限り、短期証や資格証の発行は

やめるべきだと思うが、市のお考えを求めます。 

  ③平成22年度も収納率の向上を最大の目標とし

て掲げています。新たな対策は効果を発揮してい

るか、現状からの報告を求めます。 

  ④調整交付金のペナルティーや資格証の発行な

ど悪循環を断ち切り、収納率向上のためにも１世

帯１万円の国保税の引き下げを求めます。 

  以上４点伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 国保行政について

お答えいたします。 

  ①の県内１人当たり年間調定額が３番目に高く、

一番低い医療費、収納率最下位の当市の現状をど

のように考えているかとの質問にお答えいたしま

す。 

  調定額及び医療費についてですが、県内の他の

保険者と比較して、那須塩原市は被保険者の年齢
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構成で若い世代が占める割合が高くなっています。

そのために１人当たり調定額が多くなり、医療費

が少ない傾向になると思われます。収納率につい

ては、引き続き向上を図るよう努力してまいりま

す。 

  次に、②の短期証や資格証の機械的な発行は、

悪質でない限りやめるべきだと思うが、市の考え

はとの質問ですが、本市では、１年以上国民健康

保険税の納付のない世帯に対して、まず６カ月間

の短期の保険証を交付します。その後、それでも

納税の意思を示していただけなかった場合、弁明

の機会を与えた後に資格者証を発行しております。

滞納となった場合、督促、催告及戸別訪問相談を

行い、納税に対する理解と協力をお願いしていま

すので、機械的な発行をしているものではありま

せん。 

  ③の収納率向上の件については、今年度新たな

試みとして、徴収職員を地区担当制にすることで

徴収体制を強化し、滞納者に対し、きめ細やかな

対応を行い、新規滞納者への早期対応を図ること

としました。その成果としましては、第１期納期

限の現年度分収納率で比較しますと、今年度の収

納率は7.19％、昨年度6.74％で0.45ポイントの増

加となっております。また、今年度は納税相談を

強化し、より多くの滞納者と接触を図っておりま

す。休日の納税相談を８月21日、22日の２日間行

いましたところ、185件の相談がありました。 

  今後、12月と３月にも休日納税相談を実施する

予定です。さらに９月からは栃木県国民健康保険

団体連合会と共同して、現年度の国保納税滞納者

に対して、自動応答電話催告を実施するところで

あります。 

  ④の１世帯１万円の国保税の引き下げについて

ですが、１世帯１万円を引き下げることで収納率

が向上するとは考えておりません。しかし、国保

の運営は、社会情勢の変化などにあわせ、財政な

どの見直しを行うことが望ましいとされています。

現行税率は平成17年度に改正され、５年が経過し

ています。また、平成20年度には後期高齢者医療

制度が開始されたところです。５年の経過及び後

期高齢者医療制度が国保財政にどのような影響が

あったか、現在検証を行っているところでありま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

順次再質問を行っていきたいと思います。 

  ①です。なぜこういう状況なのかということな

んですが、他の市町と年齢構成が違うんだという

お話でした。どうしても若い人が多いのでそうい

う形になると。収納率については今後も努力する

というお話でした。質問の資料は、まだ新しい資

料ができていないということで２月に出してもら

った資料に新しい資料を加えて行っていきます。

そういう中で昨年からは監査委員も国保収納率は

滞納繰り越しを含めた数字を示し、特に国民健康

保険税についてはとして、09年度は収納率57.3％、

そして前年度は58.8％あったと、こういう状況で

引き続き深刻な状況となっていると。実効性のあ

る滞納整理の対策が必要であるということを言っ

ています。 

  収納率は、栃木県全体が東京に次いで２位と低

く、本市の場合は県で最低の一番低い位置にあり

ます。先ほどの答弁の中にあった年齢の構成とい

うものがありますが、それではなぜ収納率が低く

なるほど国保料が高くなるのか、市民が払い切れ

ない額になるのかという疑問です。収納率が低い

のもここに大きな原因があると思います。市は、

県内で３番目に高い国保税を、先ほどの分析とあ

わせながら、もう一度聞かせていただきたいと思
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います。私の分析では、設定そのものが高いので、

合併時の設定そのものが高過ぎた。結果的にその

まま現在まで来ているというように私は分析して

いますが、市の分析をもう一度聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 年齢構成の関係で

ございますが、具体的にゼロ歳から69歳の構成が

70.08％、これは被保険者年齢別の状況でござい

ます。70歳以上が16.42％、中間に若年退職者等

があるかと思うんですが、こんな構成になってい

るものですから、特に平成20年度から先ほども答

弁で申したように、平成20年度から後期高齢者の

医療制度、これによってかなり財政的な影響を受

けているということでございますので、この件に

関しては、十分現在精査しているところでござい

まして、それが出ましたら国保運協等もございま

すので、そちらのほうで相談していきたいという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 考えを聞かせてもらいま

した。 

  全国で２番目に高い国保税の理由について、県

の福祉部長の答弁があります。ここでは、国保税

の算定が各市町によって異なる。本県の税額が高

いのは不明確だと、そう言っています。ですが、

滞納者が負担すべき税を加入者が負担せざるを得

ないことが理由の一つと考えられると、こういう

答弁を昨年県の福祉部長が答弁しています。年齢

構成ではないというような分析をしたんだと思い

ます。 

  さらに話を前に進めていきます。こういう中で、

先ほど国保の実態調査という話をしました。これ

は三重の短期大学、長友薫輝教授を中心とする学

生たちが、昨年の10月24、25日の２日間、延べ

504人が２人組みで885世帯の方々に協力をいただ

いて、大阪の門真市で行った実態調査です。皆さ

んもご存じのとおり、この門真市は松下電器、パ

ナソニックの企業城下町です。人口は13万3,000

人、７割の人が何らかの滞納をしていると。調整

交付金の20％ペナルティー制裁を受け続けている

自治体です。 

  市民の健康を支えるはずの国民健康保険が高過

ぎることによって、貧困を告発している実態、門

真国保実態調査、こういう調査が行われました。

こういう調査に市民がたくさん協力してくれたと

いう背景には、大変な保険料を払っているんだと、

高いんだと。そういう中で、国民健康保険、中小

業者ら……、ちょっと一言抜けました。国保の加

入者は公的医療の中で最も所得が低いにもかかわ

らず、最も高い保険料を課せられています。中小

業者が入る協会健保や大企業の組合健保、公務員

などの共済組合などに比較して２倍、３倍の保険

料を払っています。 

  こうした保険料が高くなった原因は、国が国保

負担率を半分に減らしてきたことが大きな原因で

す。今回の調査は、ほとんどの問題が市民の自己

責任や自助努力で解決する問題ではないこと、そ

して、国保問題を社会問題化することを目的とし

て実態調査を行ったとしています。 

  ②に入ります。国保の短期証や資格証の発行で

す。機械的に発行しているわけではないという答

弁を、先ほどいただきました。３月の議会では、

さいたま市の事例をもとに、資格証を発行してい

ないんだという話をしました。全国の３割の自治

体が資格証の発行をやめています。資格証を発行

しても必要な医療を受けられず、重症化してから

受診するために、結果として医療費が増大するこ

とにつながります。制裁によって市民の納入意欲

を減退させる以外にはよいことは何もないからで
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す。 

  そこで伺います。 

  先ほど機械的にしていないというお話がありま

したが、那須塩原市の場合、国や県の方針に従っ

て、機械的に資格証を発行しているのではないか

と、そう思われる節が幾つかあります。結果とし

て短期証、資格証の発行があると保険料が高くな

り、納入率が低くなると、こういうふうに私は考

えます。ただ、これを繰り返すのみでは、事態を

好転できないと思いますが、考えを聞かせてくだ

さい。 

  市独自の取り組み、先ほど相談会をやったとい

う話を初めて聞きました。もう少し国保の説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 短期証や資格証の

発行についてでありますが、先ほど答弁したよう

に、１年以上納付のない世帯に対して相談機会等

も設けつつ、なおかつ戸別訪問相談を行い、それ

ぞれ理解を得ながら発行をしているものでござい

まして、今後もこの件については続けていきたい

というふうに思っているところであります。 

  なお、休日の納税相談等については総務部長の

ほうの担当になりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 話が総務部長に行く前に、

もうちょっとやりたいと思います。 

  ことしは、久しぶりに全国自治体の高齢者要求

キャラバンに参加させてもらいました。いつも地

域の市民に対して、窓口相談や現場に立っている

係長、主査、主任、主事が答えてくれて、参加し

た市民もわかりやすい、丁寧な説明ということで

好評でした。国保の収納率で滞納の繰り越しまで

含めて回答をしたのは那須塩原市だけでした。最

初の説明では、数字の低さに市民が驚いていまし

た。ただ、まとめの段階では問題の深刻さと同時

に、誠実に取り組んでいる姿として受けとめる市

民が数人出てきました。そうした中で、国保税の

減免が受けられる条件に、被災や家計の急変など

のほかに、ことし４月から生活困窮という問題と

いうか、そういった項目が加わり、年間所得が単

身世帯130万円、複数世帯が200万円などに軽減さ

れるようにもなりました。こうした状況を思い返

しながら、資格証の発行をやめるよう求めるもの

です。 

  ③に入ります。平成22年度も収納率の向上を最

大の目標と掲げています。新たな対策の効果とい

うことで報告を求めますと。ここで先ほどの相談

会の話になるんだと思います。総務部長の答弁を

求めます。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 国保といいますか、収

税対策の一環として休日を利用しまして、納税相

談を実施をいたしました。これまで休日について

は相談会等々をやっておりませんでしたので、今

回初めての試みということになりました。185件

の方が本庁に来られまして、その中で納税相談を

したということでございます。結果として、いい

感想ばかりを言うわけではありませんが、大半の

方が、直接電話ではなくて納税を相談したことに

よって、市の職員に、議員おっしゃられたような

生活の実態をわかっていただいたり、納付の状況

を説明できたということでは好評だったというふ

うに、私どものほうでは考えております。 

  これが収納率向上の中にすぐに反映されるかど

うかというのは、まだわかりませんけれども、先

ほど保健福祉部長から言いましたように、今後、

12月、３月にもまたやっていきたいというふうに

考えています。 
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○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時１１分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） ただいま総務部長から、

相談会を開いたと。新しい対策の具体化として滞

納者に呼びかけを行い、185人が参加する相談会

を開いたと聞きました。ようやくという思いもあ

ります。一歩前に踏み出した相談会の話を興味深

く聞かせてもらいました。相談会に参加された市

民は、納入に前向きな姿勢を示した市民として位

置づけるべきです。 

  相談の場を設ける、一人一人ではなく相談日を

設定し、すべての納税者に呼びかけ、相談に来や

すい場をまず設定する。市民の話をよく聞くこと

に重点を置き、丁寧な受け答えを重ねることが重

要と思います。そこで最終的に納めてもらうこと

が大事です。 

  質問を用意しておいたのですが、先に答えられ

たので、ありません。この相談会と、ここでの教

訓を生かし、１回で終わりにしないこと、繰り返

すことが大切ですと、そういう質問を用意してい

たんですが、次の相談会の予定も言われましたの

で、これも前に進めていきたいと思います。この

相談会に期待を込めて、経過を見ていきたいと思

っています。 

  話を先に進めます。 

  差押物件の競売の状況も新聞に掲載されます。

差押の職務執行中の職員が殴られるという報道が

されました。気をつけて臨んでほしいと思います。

ぬかりのない準備と毅然とした体制が、事務処理

をスムーズに進めることの基本と思います。 

  ④に入ります。保険料の引き下げです。保険料

を引き下げても収納率が向上するとは思えないと

いうお話でした。３月議会で新座市の例を出しま

した。保険料の引き下げ等陳情は、自民党、公明

党の多数によって否決されましたが、市長の提案

で2010年度から国民健康保険税を１世帯当たり

6,351円新座市では引き下げられました。 

  ここからは那須塩原市の現況です。国からの調

整交付金のペナルティー11％、6,381万円の削減

がされています。県から市や町への県民１人当た

りの支援、栃木県など34の道府県がゼロ円になり

ました。全国の市町村の一般会計から国保へ繰り

入れる状態です。全国平均は１万134円、25.9％

引き上げました。しかし、栃木県内の自治体の平

均は１人当たり1,685円から1,402円、15.8％に引

き下げられました。18％引き下げました。那須塩

原市の国民健康保険会計、平成21年度の決算は黒

字で９億6,900万円の繰り越しを行いました。監

査委員の意見は、一般会計その他10の特別会計す

べてが黒字決算で、財政調整基金、減債基金の残

高は29億4,332万円で財政環境の変化に対応する

財源が確保されていると言える、こう述べていま

す。 

  市民１人当たりの医療費は、県内平均25万116

円です。那須塩原市はそれよりも２万5,043円も

低い県内の市町で一番安い22万5,073円になって

います。市民の健康への努力、これは３月の議会

で条件つきですが認められました。国保会計の黒

字の２億円があれば引き下げは可能です。 

  そこで伺います。 

  ここから導き出される答えは、国民健康保険税

の引き下げしかありません。改めて１世帯１万円
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の保険料の引き下げを行い、最大の目標である収

納率を引き上げ、国保会計の悪循環を断ち切るこ

とを求めるものです。市長の考えを聞かせてくだ

さい。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいま国保税の引き下げ

ということで、市長の考えを聞かせていただきた

いということでございますけれども、先ほど、部

長が答弁いたしましたように、合併、それから、

国保税の改正はされておりません。そういうこと

で、５年が経過をいたしております。また、この

５年の経過の中で、先ほどお話がございましたよ

うに、制度が変わりまして後期高齢者制度が生ま

れたわけでございまして、そういう部分でも検討

を要するのかという認識をいたしております。 

  いずれにいたしましても、国保審議会を開いて

いく中で、国保の調整等々の判断をしていただく

ということで今後臨んでいきたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁は部長が答えたとお

りと、しかし、市民から比べて対応を考えたいと

いうお話です。 

  国民健康保険については、国へ早急な国庫負担

の増額を求め、高過ぎる保険料の引き下げ、払い

切れない市民への減免制度を拡充し、資格証の発

行をやめることを求めるものです。 

  以上で国保の質問を終わります。 

  続いて、３番に入っていきます。 

  米価対策です。 

  実りの秋を前に、９カ月連続して下落する米価

に農家は豊作を素直に喜べない状況があります。

市の考えを伺うものです。 

  ①生産者米価に対する現状をどのようにとらえ

ていますか。 

  ②所得補償の１万5,000円が途中で消えないた

めの対策はありますか。 

  ③先の参院選では民主党とみんなの党以外の７

つの党は過剰米を買い上げると公約しています。

世論の大勢に沿って国への要請を行う考えがあり

ますか。 

  以上、３点質問をいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 10番、髙久好一議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  米価対策についての、まず①から生産者米価に

関する現況について、お答えをいたします。 

  米の相対取引価格は、平成21年９月から９カ月

連続して下落をいたしております。今後もこのよ

うな状況が続きますと、米所得補償モデル事業の

定額部分に加え、変動部分の補てんが実施される

ことも予想されます。いずれにしても、これから

示される2010年度産米の概算金や相対取引価格な

ど今後の米価の動向を注意深く見守っていく必要

があると考えております。 

  次に、②の所得補償の１万5,000円が途中で消

えないための対策について、お答えをいたしま

す。 

  ご質問の１万5,000円につきましては、米戸別

所得補償モデル事業の中での水田農業経営の助成

の中核となる定額部分の10ａ当たりの交付単価で

あります。国では、このモデル対策の実施に伴い、

流通分野における米の買いたたきなど不適切な取

り引きが起きないよう、制度設計時から関係団体

に強く警告を発し、公正取引委員会にも監視の強

化を要請しております。また、流通分野では不適

切な取引があった場合の相談窓口を、地方農政局
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などに設置し、相談に当たっております。 

  市といたしましても、流通分野での取引を注視

し、不適切な取引があれば、関係機関と連携して

対応をしてまいりたいと考えております。 

  次に、③の過剰米の買い上げの実施について、

国に要請する考えについてのご質問にお答えをい

たします。 

  平成22年６月末の時点で、政府及び民間流通に

おける米の在庫量は316万ｔとなっております。

現在の米の備蓄制度では、100万ｔの備蓄適正水

準の範囲内で在庫の減少分だけ買い入れることが

できるとされております。過剰米の買い上げにつ

きましては、2010年度産米の生産量がわからない

現段階であり、また、米備蓄の新制度が来年度か

ら本格的に実施される戸別所得補償制度が明確で

ないことから、現時点は国への要望を行う考えは

ございません。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

平成21年度の概算金の話、今後も注意して見てい

くというお話でございました。先月の30日に、栃

木県の農業は、農協が今年も概算金を発表しまし

た。コシヒカリ60㎏当たりで１万円だということ

でございます。昨年のコシヒカリより２万1,000

円安いという状況です。宮崎県など超早場米が農

家が受け取る概算金が、去年よりも安くなってい

るという状況の中で、１万円と聞いて危惧してい

ましたが、まさにそのとおりになりました。農家

が60㎏当たり生産するのに必要な生産費用は、国

の試算でも１万6,500円となっています。 

  そこで改めて伺います。 

  今年も国の算出した生産費用よりも低い概算金

の発表がされました。市の基幹作物と位置づける

米の再生産を確保するために、農家への支援が必

要です。現在、市ができる農家への支援はどのよ

うなものがあると考えますか、お答えを聞かせて

ください。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 米のお話ですけれ

ども、先ほど議員がおっしゃいましたように、今

年のＪＡの概算金といいますか、そういった部分

はコシヒカリと一等級ということですが、60㎏当

たり１万円ということで、昨年に比較しますと、

昨年が１万2,100円ということでございますので、

１俵当たり2,100円減になったというところでご

ざいます。そういったことで、仮に10俵を１反歩

で生産するという話になりますと、２万1,000円

の減という形になります。それに定額部分の１万

5,000円が出る形になりますけれども、差し引き

6,000円ぐらいの減少という形は認識しておりま

す。 

  こういった中で、市でどのような対策がとれる

かというお話になりますけれども、現時点で市が

どういう方法、この各限度に対してとれるかとい

うのはちょっと難しい部分がありますけれども、

先ほど答弁の中でも申し上げましたように、こう

いった状況の中でこの定額部分の１万5,000円が

確保さるような方法、つまり、流通業界において

この１万5,000円が出るということでの価格下落

の圧力ですね、そういったものがないように、市

がやはり国と一緒に注意深く見守って、そういう

ことがあれば国のほうで指導をしていただくとい

う方法しか、今の現時点ではないのかなというふ

うに認識しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 今の部長の答弁で、私の

２番目の再質問が消えてしまいしました。今言わ

れたように、流通業界ではこの１万5,000円が米
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価下落の口実としても使われています。１万

5,000円あるからその分安くなっていると、現実

には今、部長が言われたとおり、さらにそれより

もマイナスの状況が生まれているということです。 

  私の再質問が消えてしまいましたので、さらに

前に話を進めていきたいと思います。 

  昨年は、備蓄米の不足分を買い入れるよう国に

要請するよう市に求めてまいりましたが、断られ

ました。しかし、国民の運動に押され、５カ月後

に政府は買い入れを決定しました。こうした状況

もある中で、先ほど言いました2009年２月に国が

ルールを無視して、集荷円滑化対策米として買い

入れた10万ｔと備蓄米のうち、超古米となってい

る2005年産米の19万ｔを食料以外にし、それに見

合う30万ｔ相当の備蓄米を、適正な価格水準で至

急買い入れようという、私の政府への過剰米の買

い入れを行うように、市で要請するようにという

問題ですが、これも市長が先ほど答弁されました。

現在、残っている米が不明確な中で要請が行えな

いという話でございました。 

  しかし、対策がおくれると、さらに混乱は増す

と考えます。民主党には過剰米に対する対策がな

いとの批判が増しています。厳しい国民の生活そ

っちのけで現在は代表選挙の最中です。改めて国

への過剰米の対策と買い入れの要請を行うよう市

に求めて、この項での質問を終わりにいたします。 

  続いて、４番目の地デジ対策です。 

  総務省は、８月10日、地上デジタル難視対策計

画を公表しました。那須塩原市の難視世帯は

2,416世帯、36地区となっています。中継局をふ

やし対応する計画ですが、難視世帯の16.6％は依

然対応が未定となっています。 

  ①那須塩原市の現状と支援について伺います。 

  ②国の低所得者への無償チューナーの配付は、

受信料を全額免除されている世帯に限られ、住民

税非課税の世帯や低年金の高齢者世帯など、市独

自の助成を広げる考えはありますか。 

  ③です。昨年地デジに完全移行したアメリカで

は、受信機の普及の遅れなどで、２度もアナログ

停波を延期しています。市内の全世帯が完全移行

できるまで、アナログ停波の延期を国に要請する

考えはありますか、以上、３点伺います。 

○議長（君島一郎君） 企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 地デジ対策の①の地デ

ジ難視対策の市の現状と支援について、お答えを

します。 

  国が８月10日に発表した難視地区でありますが、

これは今までアナログ波によるテレビ放送が視聴

できていたのに、デジタル波の放送が視聴できな

くなると想定される地区のことであり、市内では

36地区、2,414世帯が対象となっております。こ

れらの難視地区に対して、国が示した対策手法の

うち、新たな中継局の設置によって、32地区、

2,289世帯、有線共聴によって２地区58世帯、高

性能アンテナによって１地区１世帯が受信可能に

なると思われますが、残る１地区、66世帯の対策

については検討中となっております。 

  なお、市内にはアナログ波によるテレビ放送を

受信することができず、共聴施設等によりテレビ

を視聴している地区があります。そのうち市が把

握している共聴施設、12組合、2,376世帯では、

デジタル波への移行日までに地デジに対応した改

修が行われる見込みであります。 

  市が行う支援についてでありますが、地デジ難

視対策の推進を図るため、共聴施設の新設や改修

等に対する補助金の交付、さらには地元での説明

や広報を用いた周知などを行っております。 

  ②国はＮＨＫの放送受信料が全額免除になって

いる世帯に、地デジ受信チューナーを無償給付し

ております。このチューナーがあれば、地デジに
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対応をしていないテレビでも、地デジ放送を視聴

することができるようになります。 

  この給付対象範囲を市独自に広げる考えがある

かとのご質問でございますが、そのような考えは

ございません。 

  ③アナログ停波の延期を国に要請する考えはあ

るかとの質問でございますけれども、市としては

国に対し、地デジへの完全移行に当たり、万全な

対策を講ずるよう要請しているところであり、ア

ナログ停波の延期を求める考えはございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

①番から再質問を行っていきます。 

  市の現状というところで、未対策は結果的に66

世帯という答弁だと思います。私のほうは2,414

世帯の16.6％、これでやってみますと、400世帯

なのかなという計算をしました。 

  先に話を進めます。独居の高齢者や低所得者の

中には、まだ地デジへの移行など知らない、呼び

かけや説明会があっても参加が少ないという声も

聞かれます。また、これからできる中継局の結果

によって、改めて説明会が開かれるという地域も

あります。新たな未対策世帯が発生し、放置され

るなどはないのか。テレビ難民などに何を支援さ

れていますか、教えてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） アナログ放送から地上

デジタル放送への移行に際しまして、さらに見ら

れない世帯があるか、そういう世帯に対しての地

元の説明会というものというふうに思いますけれ

ども、私のほうでは、地元の説明会、昨年度難視

世帯になる自治会については共聴組合で対応する

ようにというようなお話を申し上げましたけれど

も、国の対策なども変更がありまして、新たな中

継局の設置というような対策も出てきまして、そ

れらの説明会を今後黒磯地区であれば、高林地区、

それから鍋掛地区について説明会を行っていきた

いというふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

地区名が出ましたが、私が住んでいる鍋掛地区も

中継局ができてから、新たに説明会を行うという

話を聞いております。ただ、そこにも参加されて

いない世帯があるという話も、来ていないという

話があって、私も心配して行ってきたというとこ

ろもあります。これから未対策世帯の支援をさら

にお願いしたいと思います。 

  ②に入ります。 

  住民税非課税の世帯、低年金の高齢者の市独自

の助成を広げる考えはないということでした。法

務省の調査で、地上デジタル受信機の普及、３月

までで83.8％。こういう中で政府が国民から望ま

れて支援の枠が広がりました。それが先ほど言い

ました低所得者世帯、低年金世帯への助成の拡充

です。しかし、この文書を見ていきますと、ＮＨ

Ｋ受信料全額免除の世帯の支援で、簡易アンテナ

に加え、取りつけ費やアンテナの工事代も含まれ

ています。しかし、新対象者、先ほどの住民税非

課税とそういう所得の低い方ですと、ここの簡易

チューナーは送付のみとこうなっております。簡

易アンテナに加え、取りつけやアンテナ工事も含

まれていません。簡易チューナー以外は自己負担

であると読み取れます。こうした情報の市民への

周知と新対象者などへの市独自の助成についても、

市の考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 企画部長。 

○企画部長（石川 健君） ＮＨＫ受信料全額免除

の世帯に対しては、受信チューナーを無償給付と
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いうようなことを総務省のほうでやっているわけ

なんですけれども、私のほうでは、それをサポー

トするというような形で協力をしております。今、

議員のおっしゃる受信チューナーのみというよう

なお話だったんですけれども、私のほうでそこま

で詳しくは承知しておりませんので、ご了承願い

ます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） そこまで知らなかったと

いうお話でございます。新たな対象者はそういう

ことになっています。そこで私たちは、アナログ

停波を延ばすようにという話をしているわけです。

能登半島の珠洲市でリハーサルが行われました。

ここはこの地域と違って膨大な費用をかけて対策

を行って100％達成したという宣伝が行われまし

た。しかし、ほかの地域は全くこういう対応はさ

れていません。そういう中で、テレビ難民ができ

る可能性が生まれています。アメリカと同じよう

に、アナログ停波の延期を求めるものです。 

  民主党政権は、事業仕分けで今年度は30億円の

地上デジタルの対策費を削ってしまいました。そ

の結果、こうした状況が起こっています。テレビ

難民を生まないように、そして、お年寄りが安心

してテレビを見られるよう、市の支援を強めるよ

う求めて、私の質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、10番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４２分 

 




